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Top Message
トップメッセージ

　ＭＳ＆ＡＤインシュアランス 
グループの一員として、お客さ
まから喜びと信頼をいただくこ
とにより、社会の安心と安全に
貢献できる優質な会社創りをめ
ざしてまいります。

　平素よりあいおい生命保険株式会社をご愛顧いただき、誠にありがとうございま
す。４月１日付けをもちまして社長に就任いたしました石井 義久でございます。

　本年４月よりMS＆ADインシュアランス グループが発足し、10月にはあいお
いニッセイ同和損害保険株式会社が誕生する、この最も重要な時期に社長に就任す
ることとなり、その託される任務の重要性とその責任の重大さを痛感し、身の引き
締まる思いでいっぱいであります。

　当社は、損保系生命保険会社としての現在の立脚基盤であるあいおい損害保険株
式会社に加え、新たに仲間として加わられたニッセイ同和損害保険株式会社の皆さ
まにも当社を是非ご理解いただき、マーケットへの生命保険営業を通じて、お客さ
まから喜びと信頼をいただいて参りたいと念願しております。そして本年10月より
のあいおいニッセイ同和損害保険株式会社と名実ともに共存するあいおい生命を
しっかりと創り上げたいと思っております。
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　また、グループである三井住友海上きらめき生命保険株式会社との来年10月の合
併によって、社会の安心と安全に貢献できる優質な会社創りを通じて、更なる飛躍
を目指す所存であります。そして、お客さまから喜びと信頼をいただくためのすべ
ての課題は社員一人ひとりの成長につながるものと確信しており、社員の成長こそ
が会社の成長の源泉であり、新たなグループおよび新たなステージでの飛躍の原動
力であると思っております。

　さらに、会社運営にあたっては、当社の“すべては「お客さまのありがとう」の
ために”をモットーとした「業務運営指針７ヶ条」ならびに日常的に全社員が心掛
けるべきマナーや態度などの具体行動をまとめた「職場環境改善10ヶ条」を基本
に、「社員と共に成長する会社」を実現して参りたいと存じます。

　今後も変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

2010年７月

取締役社長　　　　　　　　　　　　　 



MS&ADインシュアランス グループ発足

MS&ADインシュアランス グループについて

　三井住友海上グループ、あいおい損害保険株式会社およびニッ
セイ同和損害保険株式会社は、2010年4月1日に経営統合し、新
たに「MS&ADインシュアランス グループ」が発足しました。
　「MS&ADインシュアランス グループ」は、持株会社である
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社
（以下、「MS&ADホールディングス」）のもとで、グループのガバ
ナンス体制を構築し、グループ全体の成長力・収益力を高める観
点からグループ戦略を推進します。また、保険事業を行う事業会
社は執行に専念して、市場への迅速な対応を図ります。
　今後も、スピード感を持って飛躍的に事業基盤および経営資源
の質・量の強化・拡大を図ることにより、グローバルに事業展開
する世界トップ水準の保険・金融グループを創造し、持続的な成
長と企業価値の向上を図ります。

MS&ADホールディングスについて

　MS&ADホールディングスは、6つの直接出資するグループ国内保険会社（三井住友海上、あいおい損
保、ニッセイ同和損保、三井ダイレクト損保、三井住友海上きらめき生命、三井住友海上メットライフ生命）
を有する上場持株会社です。

2010年4月
三井住友海上

三井住友海上メットライフ生命

ニッセイ同和損保

三井ダイレクト損保

三井住友海上きらめき生命

あいおい損保 あいおい生命

MS&ADホールディングスが入る八重洲ファーストフィナンシャルビル

【グループの構成】

MS&ADインシュアランス グループについて
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2010年10月
三井住友海上

三井住友海上メットライフ生命

三井ダイレクト損保

三井住友海上きらめき生命

あいおい生命あいおいニッセイ同和損保
（合併新会社）

2011年10月
合併予定

MS&ADインシュアランス グループの目指す姿

　MS&ADインシュアランス グループの目指す企業グループ像を明確にするため、次のとおり経営理
念、経営ビジョン、行動指針を定めました。

経営理念（ミッション）
　グローバルな保険・金融サービス事業を通じて、安心と安全を提供し、活力ある社会の発展と地球の
健やかな未来を支えます

経営ビジョン
　持続的成長と企業価値向上を追い続ける世界トップ水準の保険・金融グループを創造します

行動指針（バリュー）

お客さま第一 CUSTOMER FOCUSED
カスタマー・フォーカス

わたしたちは、常にお客さまの安心と満足のために、
行動します

誠　実 INTEGRITY
インテグリティ

わたしたちは、あらゆる場面で、あらゆる人に、
誠実、親切、公平・公正に接します

チームワーク TEAMWORK
チームワーク

わたしたちは、お互いの個性と意見を尊重し、
知識とアイデアを共有して、ともに成長します

革　新 INNOVATION
イノベーション

わたしたちは、ステークホルダーの声に耳を傾け、
絶えず自分の仕事を見直します

プロフェッショナリズム PROFESSIONALISM
プロフェッショナリズム

わたしたちは、自ら磨き続け、
常に高い品質のサービスを提供します

※ 2010年10月には、あいおい損保とニッセイ同和損保が合併し、あいおいニッセイ同和損保（合併新会社）となる
ことを予定しています。また、2011年10月には、三井住友海上きらめき生命と現在あいおい損保の子会社である
あいおい生命の合併を予定しています。なお合併は、関係当局の認可などを前提としています。
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MS&ADホールディングスのコーポレートガバナンス体制

基本的な考え方

　MS&ADホールディングスは、グループの事業を統括する持株会社として、「経営理念」のもと、経営資
源の効率的な活用と適切なリスク管理を通じ、グループの長期的な安定と発展を実現するため、透明性
と牽制機能を備えた経営体制を構築し、企業価値の向上に努めています。
　持株会社と事業会社の機能は、以下のとおりです。

経営体制

　MS&ADホールディングスは、監査役会設置会社として、取締役（会）および監査役（会）双方の機能の
強化、積極的な情報開示などを通じ、ガバナンスの向上に取り組んでいます。
　また、執行役員制度を導入し、経営意思決定および監督を担う「取締役（会）」と業務執行を担う「執行役
員」の役割を明確化してグループ経営管理の強化を図っています。なお、経営から独立した社外人材の
視点を取り入れて監視・監督機能を強化し、透明性の高い経営を行うため、取締役13名のうち4名、監
査役5名のうち3名を社外から選任しています。また、取締役会の内部委員会として、「人事委員会」「報
酬委員会」を設置し、委員の過半数および委員長を社外取締役としています。

グループ経営管理体制

　MS&ADホールディングスは、直接出資するグループ国内保険会社（三井住友海上、あいおい損保、
ニッセイ同和損保、三井ダイレクト損保、三井住友海上きらめき生命、三井住友海上メットライフ生命）
との間で経営管理契約を締結し、経営に関する助言などを行っています。
　グループ国内保険会社の事業に関する情報を直接かつ迅速に入手することは、グループ経営の円滑な
運営に資すると考えることから、MS&ADホールディングスの社内取締役は、グループ国内保険会社の
取締役を兼務する体制としています。また、MS&ADホールディングスのグループ経営会議には、議事
に応じてグループ国内保険会社の役員も出席しています。

※ 営業推進、商品戦略、損害サービス
戦略など三井住友海上とあいおい
ニッセイ同和損保の間（合併前は、
三井住友海上、あいおい損保、ニッ
セイ同和損保の間）での戦略の調整
が必要となる領域については、「損
害保険事業戦略会議」を設置し、グ
ループの総合力を最大限発揮しうる
戦略を策定します。
※ 三井住友海上およびあいおいニッ
セイ同和損保は、それぞれの自主
性を最大限に発揮した事業運営を
行います。

○グループ戦略策定・推進
○グループ全体のリスク管理
○資本政策
○統合推進
○シェアードサービス推進
○ グループ会社の事業推進に
対する支援
○グループ会社の経営管理

持株会社の機能

○ 所管する事業領域における
戦略策定・業務執行

○個社としての経営管理

事業会社の機能
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MS&ADインシュアランス グループのCSR経営

CSR経営の考え方

　MS&ADインシュアランス グループは、グローバルな保険・金融サービス事業を通じて、安心と安全を提
供し、活力ある社会の発展と地球の健やかな未来を支えることを、グループの経営理念（ミッション）として
います。
　そして、｢すべての事業活動は、わたしたちのミッション・ビジョンを実現するためのもの｣とし、これを
CSR経営と位置付け、このCSR経営を実践していくことで、企業の社会的責任を果たしていきます。

取り組みの柱

　CSR経営を実現するため、MS&ADインシュアランス グループは、次の2つを柱に取り組みます。

■ グループの本業を通じて持続可能な社会づくりに取り組みます。
MS&ADインシュアランス グループでは、社会の持続可能性の観点から、地域社会、国際社会から
のさまざまな期待・要請に対して、MS&ADインシュアランス グループの本業を通じて取り組む
とともに、取組状況をわかりやすく示すために、できる限り客観的な指標で発信していきます。

■ 社員一人ひとりがミッション・ビジョン・バリューを共有します。
目に見えない保険・金融サービスにおいては、お客さまに接する社員や代理店の仕事が商品そのものです。
｢本業を通じた持続可能な社会づくり｣を実現するため、社員一人ひとりが自身の仕事と社会のつなが
りを考えること、MS&ADインシュアランス グループのミッションに照らして仕事を見直すことが、
CSR経営の基本であると考えています。

【体制図】 （2010年6月29日現在）

各部門 内部監査部門

株主総会

監査役会

人事委員会 報酬委員会

監査役
取締役会

グループ経営会議
課題別委員会

・ グループ経営モニタリング委員会
・ リスク・コンプライアンス委員会
・ 情報開示委員会

経営意思決定
監督

三井住友海上
火災保険（株）

あいおい
損害保険（株）

ニッセイ同和
損害保険（株）

三井ダイレクト
損害保険（株）

三井住友海上
きらめき生命保険（株）

三井住友海上
メットライフ生命保険（株）

選任 選任 選任

選任・監督
選任

報告

報告

外部監査

内部監査
経営管理

モニタリング・内部監査

報告監査役監査
監査役（常勤）  ： 2名
社外監査役  ： 3名

取締役  ： 13名
（うち社外取締役 ：   4名）

執行役員 ： 15名
※含む取締役兼務者

会
計
監
査
人

業務執行

2010年10月1日合併予定
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MS&AD ニューフロンティア2013 （MS&ADインシュアランス グループ　中期経営計画 2010年度～2013年度）

4つの基本戦略

1
2
3
4

品質向上を通じて、お客さまの信頼を獲得し、成長を実現する
お客さま第一を実践し、あらゆるお客さまに高品質の商品・サービスをお届けする。
成長により得られる収益を品質向上に投入することにより、好循環サイクルを確立し、
持続的な成長を実現する。

グループの総合力を結集してグループシナジーを追求し、収益力を格段に強化する
グループシナジーを追求して経営効率化を図り、グループの収益力向上を実現する。
事務・システムの一本化、シェアードサービスの推進を含め、グループベストの観点
からあらゆるオペレーションを見直し、スケールメリットを発揮する。

選択と集中による戦略的な資源配分を実施するとともに、健全な事業運営を行う
拡大した経営資源を重点領域・成長領域に投入し、資源の有効活用と成長力の強化を図る。
グループ各社が保険・金融事業に求められる健全な事業運営を行うとともに、持株会
社を中心としたグループ・ガバナンス体制を確立し、グループ全体の健全性を確保する。

プロフェッショナルとしてチャレンジする企業文化を醸成し、社員・代理店とともに成長する
社員一人ひとりが、プロフェッショナルとしてチャレンジする企業文化を醸成する。
誇りと働きがいを実感し、社員・代理店がともに成長できる企業グループを実現する。

企業価値向上に向けた戦略構図

持続的な
成長サイクル

企業価値
向上

品質向上の実現

経営資源の戦略的配分
重点・成長領域への資源投入

事業運営の健全性確保

統合効果の発揮
グループベストの発揮 グループシナジーの追求

チャレンジする企業文化
プロフェッショナリズムの発揮

社員・代理店がともに成長

収益力の向上
投資余力の拡大 お客さま・代理店の信頼

【企業価値向上に向けた戦略構図】
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MS&ADインシュアランス グループの事業展開 （2010年7月1日現在）

　MS&ADインシュアランス グループでは、グループの総合力を結集して、グループシナジーを追求し、
お客さま一人ひとりに応じた高品質の商品・サービスを提供します。

国内損害保険事業
　● 三井住友海上
　● あいおい損保
　● ニッセイ同和損保
　● 三井ダイレクト損保

三井住友海上、あいおい損保、ニッセイ同和損保のノウハウ・仕組みを
活用して業務プロセスの品質を向上させ、多様な顧客基盤にふさわしい、
魅力的な商品・サービスを開発し提供していきます。

国内生命保険事業
　● 三井住友海上きらめき生命
　● あいおい生命
　● 三井住友海上メットライフ生命

拡大した営業基盤を活用し、クロスセルを軸に、金融機関、生保代理店、
直販チャネルを通じて、魅力的な商品・サービスをお客さまに提供し、
成長を加速させていきます。

海外事業
グループの40を超える国・地域、300を超える拠点によるネットワークの
強みをいかして、ダイナミックに保険事業を展開し、世界で起こる多様な
リスクに対応する商品・サービスを提供していきます。

金融サービス事業

商品力・販売力の強化によるアセットマネジメント事業の拡大や、金融
保証事業の再構築、401k事業を積極推進し、またART事業、個人融資
関連事業、ベンチャーキャピタル事業など、金融に関する多様なソリュー
ションサービスを展開していきます。

リスク関連サービス事業
リスクマネジメント事業、介護事業、資産評価鑑定事業、アシスタンス事業
など、お客さまのリスク・ソリューションに資する保険以外のサービスを
提供していきます。

【目標事業ポートフォリオ】
2013年度（目標）

グループ利益指標（注1） 1,500億円
国内損保 1,000億円（67％）
国内生保 150億円（10％）
海外 300億円（20％）
金融サービス/リスク関連サービス 50億円（3％）

※（　）内は構成比
（注1）グループ利益指標

グループコア利益＝ 連結当期利益－株式キャピタル損益（売却損益等）－クレジットデリバティブ評価損益
－その他特殊要因＋非連結グループ会社持分利益

【目標数値】
2013年度（目標）

連結正味収入保険料 27,000億円
生保  保有契約  年換算保険料（注2） 3,300億円
グループROE（注3） 7％

（注2）三井住友海上きらめき生命とあいおい生命の合算値（除く団体保険）
（注3）グループROE＝グループコア利益÷期初・期末平均連結純資産（除く少数株主持分）
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経営について

Aioi Life Insurance Disclosure 201010

トピックス

　当社と三井住友海上きらめき生命は、関係当局の認可等を前提に、2011年10月１日を予定として合
併することで合意しました。
　新たに誕生する合併会社では、MS＆ADインシュアランス グループの一員として、グループの成長を
加速させるため、国内生命保険事業における事業基盤を、より一層拡大していきます。

＜合併新会社の目指す企業像＞
○お客さまに安心と満足をお届けし、お客さま・社会から信頼される企業を目指します
○グループにおける国内生保事業の中核会社として、持続的に発展する企業を目指します
○ 損保系生保の最も優れたビジネスモデルを実現し、代理店とともに最高品質の商品・サービスを
提供します

○社員一人ひとりが夢と誇りを持ち、働きがいと活力あふれる企業を目指します

　当社の主力商品である「プレミアムＷ」・「ジャストワンＷ」や女性向け商品である「ルナメディカル」の
平成21年度新規ご契約件数に応じて、平成22年６月28日に特定非営利活動法人「キャンサーリボンズ」
へ「がん治療中の女性が自分らしさを保つための美容サポート」活動の支援として51万３千円を、また、
平成22年６月29日には、「世界の子どもにワクチンを 日本委員会（JCV）」へワクチン９万８千人相当分
（累計では21万人相当分以上）を寄付いたしました。

　認定NPO法人「世界の子どもにワクチンを 日本委員会（JCV）」
　ユニセフやWHO、途上国の医療機関と連携しながら、予防可能な感染症でいのちを落とす子ど
もたちが数多くいる途上国にワクチンを贈ることを目的に募金活動を行っているNPO法人です。
ただワクチンを届けるだけでなく、ワクチンを運ぶ自転車、保存するための冷蔵庫などを贈るとと
もに、医師や医療技術者などを育て、被支援国が継続的、主体的にワクチンを管理できるように活
動をしています。 ホームページURL　http://www.jcv-jp.org

　特定非営利活動法人 キャンサーリボンズ
　NPO法人キャンサーリボンズは2008年６月、がん医療やヘルス
ケアに携わる専門家、がん患者さんらによって発足。企業や団体、
個人の方からの寄付等に支えられ、がん患者さんの「治療と生活を
つなぐ」情報や心身のケア体験の提供など、様々な活動を行ってい
ます。 ホームページURL　http://www.ribbonz.jp

三井住友海上きらめき生命と合併に向け、合意

＜合併新会社の目指す企業像＞
○お客さまに安心と満足をお届けし、お客さま・社会から信頼される企業を目指します
○グループにおける国内生保事業の中核会社として、持続的に発展する企業を目指します
○ 損保系生保の最も優れたビジネスモデルを実現し、代理店とともに最高品質の商品・サービスを
提供します

○社員一人ひとりが夢と誇りを持ち、働きがいと活力あふれる企業を目指します

　社会貢献活動「ハートLIFEプロジェクト」の平成21年度結果

認定NPO法人「世界の子どもにワクチンを 日本委員会（JCV）」
ユニセフやWHO、途上国の医療機関と連携しながら、予防可能な感染症でいのちを落とす子ど

もたちが数多くいる途上国にワクチンを贈ることを目的に募金活動を行っているNPO法人です。
ただワクチンを届けるだけでなく、ワクチンを運ぶ自転車、保存するための冷蔵庫などを贈るとと
もに、医師や医療技術者などを育て、被支援国が継続的、主体的にワクチンを管理できるように活
動をしています。 ホームページURL　http://www.jcv-jp.org

特定非営利活動法人 キャンサーリボンズ
NPO法人キャンサーリボンズは2008年６月、がん医療やヘルス

ケアに携わる専門家、がん患者さんらによって発足。企業や団体、
個人の方からの寄付等に支えられ、がん患者さんの「治療と生活を
つなぐ」情報や心身のケア体験の提供など、様々な活動を行ってい
ます。 ホームページURL　http://www.ribbonz.jp

がん患者さんの治療と生活をつなぐ
NPO法人キャンサーリボンズ

ＪＣＶ理事長  細川佳代子氏（右） キャンサーリボンズ副理事長  岡山慶子氏（右）
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全社員が共有する目標

保有契約高10兆円 解約・失効率８％

お客さまの声・代理店の声・社員の声を経営に活かす仕組み作り

≪2010～2011年経営方針≫ ～収益力とともに高い成長力を実現～
Ⅲ．統合新グループの中核生保として
の成長戦略ならびに経営基盤の構築

１．損保系生保としての商品・
　チャネル戦略の強みをさらに強
　化し、顧客満足の向上と収益基
　盤の確立を図る
２．統合新グループにおける中核
　生保会社として飛躍的発展を遂
　げ、業界における第三極として
　のポジションを不動のものとする
３．安定した業務運営、高品質の
　サービスを保証するインフラ基
　盤を構築する
４．社員一人ひとりが夢と誇りを
　持ち、代理店から支持される活
　力溢れる会社を創りあげる

Ⅰ．合併新損保における生保推進強化

１．専業プロを中心としたクロス
　セルチャネルの徹底囲い込み

２．多店舗展開プロにおける営推
　態勢強化

３．商品・代手政策推進

４．合併新損保に対する営業支援
　体制の強化

Ⅱ．最優の業務品質の実現、
　エンドレスの経営改革

２．入口・中間・出口の一気通貫の
　保全対策強化

３．最適なガバナンスの構築（内
　部統制、コンプラ・監査態勢の
　強化）

４．健全な収益構造の構築

１．最優の業務品質実現

あいおい生命が目指す企業像

□お客さまに安心と満足をお届けし、お客さま･社会から信頼される企業を目指します

□グループにおける国内生保事業の中核会社として、持続的に発展する企業を目指します

□損保系生保の最も優れたビジネスモデルを実現し、代理店とともに最高品質の商品・サービスを提供します

□社員一人ひとりが夢と誇りを持ち、働きがいと活力あふれる企業を目指します

CSR社　　員

■「見える化ボード」に
　よるCS推進状況の把
　握・検証

■お客さま・代理店の声
　を改善に活かす政策課
　題の実行

■お客さま・代理店の声
　の収集（アンケート、
　お客さまの声）

■社員が働きやすい環境、処遇の提供

■職場環境改善10ヶ条「私はあいおい生命の社員です」

■業務運営指針７ヶ条
　－すべてはお客さまのありがとうのために－

■環境保全への取り組み

■ハートLIFEプロジェクト
　の推進

■グループ一体となった
　社会貢献活動の推進■社員の声を経営が吸い上げる仕組み作り

■人財育成プログラムの構築

お客さま・代理店

あいおい生命 ２ヶ年経営計画（2010年度、2011年度）
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　代表的な経営指標のご説明と2009年度の当社の現状

　生命保険会社が事業年度末にどのくらい生命
保険契約を保有しているかを示す指標であり、
ご契約者に対して生命保険会社が保障する金額
の総合計額です。例えば、個人保険では死亡時
の支払金額等の総合計額を表しており、ご契約
者から払い込まれた保険料の総合計（保険料収
入）とは異なります。

　保険料の払い方には、毎月支払う月払いの他
に、年払い、契約当初に金額を一括して支払う一
時払いなどがあります。また、契約期間の全期
間にわたって支払う方法や一定期間で支払いを
終えてしまう方法があります。年換算保険料は、
そうした支払い方の違いを調整し、契約期間中
に平均して支払うと仮定した場合に、生命保険
会社が保険契約から１年間にどのくらい保険料
収入を得ているかを示しています。

8 兆 1,657 億円

57.3 万件（個人保険・個人年金保険）

735 億 48 百万円

※個人保険・個人年金・団体保険の合計額

＜保有契約高＞

67,499
74,711

81,657

2007年度 2008年度 2009年度

20,00020,000

40,00040,000

60,00060,000

80,00080,000

100,000100,000
億円億円

※個人保険・個人年金の合計保険料

＜年換算保険料＞

68,458
70,863 73,548

2007年度 2008年度 2009年度

20,00020,000

40,00040,000

60,00060,000

80,00080,000

100,000100,000
百万円百万円

代表的な経営指標

お客さまの数（保有契約件数）

保有契約高

保有契約年換算保険料
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基礎利益 63 億 72 百万円

経常利益 54 億 86 百万円

　基礎利益とは、１年間の保険本業の収益力を
示す指標の１つで、一般事業会社の営業利益や、
銀行の業務純益に近いものです。これに有価証
券売却益などの「キャピタル損益」と「臨時損益」
を加えたものが「経常利益」となります。
　経常利益とは、生命保険事業本来の営業活動
により、毎年継続的に発生する収益（経常収益）
から、発生する費用（経常費用）を差し引いた残

　税引前当期純利益から法人税および住民税ならびに法人税等調整額を控除した金額で、会社のすべて
の活動によって生じた純利益または損失を意味します。

　一般的には事業運営の基礎となる資金のことで、株主の現物および金銭による拠出額全額をいいます。

　総資産は負債と資本の合計からなります。貸
借対照表では左側が「資産の部」、右側が「負債の
部」「純資産の部」となっており、それぞれの内訳
が記載されています。

額が経常利益です。経常収益の主なものは「保険
料収入」、「資産運用収益」で、経常費用の主なも
のは「保険金・年金・給付金などの支払」、「責任
準備金繰入額」、「資産運用費用」や会社運営のた
めの費用である「事業費」です。なお、経常費用
が経常利益を上回った場合には、その差額が「経
常損失」となります。

13 億 23 百万円

300 億円

4,679 億 66 百万円

※当社の資産構成は有価証券（92.5％）、現預金・
コールローン金（1.1％）、貸付金（2.7％）、その他
（3.7％）となっています。

基礎利益と経常利益

当期純利益

資本金

総資産
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　生命保険会社の貸付金は「保険約款貸付」と「一
般貸付」があります。保険約款貸付には２種類あ
り、１つは契約者が資金を必要とするときに解
約返戻金の一定範囲内で利用できる「保険契約者
貸付」です。もう１つは保険料が期日までに払い

　責任準備金とは生命保険会社が将来の保険金
などの支払いを確実に行うために、保険料や運
用収益を財源として積み立てる準備金のことで、
保険業法により積み立てが義務づけられていま
す。責任準備金の積立方式の主なものには、「平

　格付けとは、独立した第三者である格付会社
が、保険会社の保険金支払いに関する確実性を
アルファベットと記号・単語などで表したもの
です。会社の財務・収支情報、営業・経営戦略
などさまざまな情報にもとづき決定されていま

AA（ダブルA） 【2010年７月現在】

　有価証券の主なものは、国債（国が発行する債券）、社債（国内企業が発行する債券）、株式、外国証券
（海外の国・企業が発行する債券等）があります。

4,326 億 80 百万円

125 億 70 百万円

4,228 億 23 百万円

込まれない場合に、保険契約の失効を防ぐため
解約返戻金の範囲内で立替をする「保険料振替貸
付」です。一方、一般貸付は企業等に対する貸付
や住宅ローン貸付ですが、当社は一般貸付は行っ
ていません。

準純保険料式」と「チルメル式」がありますが、当
社では2007年度より「平準純保険料式」による
積立を行っています。（「責任準備金の積立方式」
はP．111をご覧ください。）

す。格付投資情報センター（R&I）より、保険金
支払能力格付「AA（ダブルA）」を取得し、保険会
社としての信用度について高い評価を得ていま
す。（格付けは現時点における格付機関の意見で
あり、今後見直されることがあります。）

有価証券残高

貸付金残高

責任準備金残高

当社の格付け
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　生命保険会社は、保険料を計算するにあたっ
て、あらかじめ資産運用による一定の運用収益
を見込み、その分保険料を割り引いて計算して
います。この割引率を「予定利率」といいます。
この割り引いた分に相当する金額（これを「予定

　生命保険会社は、将来の保険金などの支払い
に備えて責任準備金を積み立てているので、通
常予測できる範囲のリスクについては十分対応
できます。しかし、環境変化などによって予想
もしない出来事が起こる場合があります。例え
ば、大災害や株の暴落など、通常の予測を超えて
発生するリスクに対応できる「支払余力」を有し

○ソルベンシー・マージン総額（A）　 74,227百万円
○リスクの合計額（B） 7,443百万円

　ソルベンシー・マージン比率　 1,994.3％

（A）／［（１／２）×（B）］×100

逆ざやはありません。

ているかどうかを判断するための行政監督上の
指標の１つがソルベンシー・マージン比率です。
なお、この比率が200％を下回った場合には、監
督当局によって早期是正措置（早期に経営改善へ
の取り組みを促していこうとする制度）がとられ
ます。

利息」といいます。）を運用収益でまかなえない状
態を逆ざや状態といいます。ただし、生命保険
会社にはこの他に「費差益」や「死差益」があり、
この収益により「逆ざや」を埋め合わせることが
できます。

　　＜逆ざやの算式＞
　　（「基礎利益上の運用資産等の利回り」－「平均予定利率」）×「一般勘定責任準備金」

1,994.3 ％

逆ざやの状況

ソルベンシー・マージン比率
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１．エンベディッド･バリューとは

　エンベディッド･バリュー（Embedded Value：以下「EV」という）は、評価時点の純資産価値に保有
契約が将来生み出す利益の現在価値（保有契約価値）を加えることにより計算されます。
　現行の法定会計には、販売時に集中的にコストが発生し、後年になって利益が実現する等、業績の評
価には使用しづらい面がありますが、EVは保有契約が生み出す将来の利益を現時点で評価しており、法
定会計を補完し、業績や企業価値を評価するための有用な指標と言えます。

２．2009年度末エンベディッド・バリュー

　2009年度末EVは1,031億円で、その内訳は、純資産価値が377億円、保有契約価値が653億円となり
ました。また、2009年度末EVは前年度末に比較して、106億円増加しました｡

３．主要な前提条件

　保有契約価値計算上の主要な前提条件は次のとおりです。

エンベディッド・バリューの開示

（単位：億円）
2007年度末 2008年度末 2009年度末

年度末EV 894 924 1,031
純資産価値（注１） 350 358 377
保有契約価値（注２） 543 566 653

うち新契約価値（注３） 8 2 9
EV増加額 145 30 106
（注１）　「純資産価値」＝ 貸借対照表の純資産の部（除く公社債に関するその他有価証券評価差額金）＋負債中の内

部留保（価格変動準備金、危険準備金、配当準備金中の未割当額、いずれも税引後）
（注２） 　「保有契約価値」は、保有契約から生じる将来の税引後当期利益を割引率により割り引いた現在価値です。

ただし、この税引後当期利益からは一定のソルベンシー・マージン比率を維持するために必要な内部留保
額を控除しており、配当可能な株主利益の現在価値を計算しています。

（注３）　「新契約価値」は、EV総額のうち当年度に獲得した新契約分の数値を表しています。

前提条件 2008年度末 2009年度末
保険事故発生率 開業時からの実績等に基づき設定 直近３年間の実績等に基づき設定
解約・失効率 直近３年間の実績等に基づき設定 同左
経　　　　　費 直近年度の実績等に基づき設定 同左

資産運用利回り

新規資金を20年国債に投資する前
提で設定。主な年度の運用利回りは
次のとおり。

1.91％（2009年度）
1.91％（2010年度）
1.91％（2013年度）
1.92％（2018年度）
1.92％（2023年度）
1.92％（2028年度）

新規資金を20年国債に投資する前
提で設定。主な年度の運用利回りは
次のとおり。

2.00％（2010年度）
2.02％（2013年度）
2.06％（2018年度）
2.10％（2023年度）
2.14％（2028年度）

実 効 税 率 直近の実績（36.21％） 同左
ソルベンシー・マージン比率 1000％を維持する 同左

割 引 率 ８％ 同左
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４．前年度末からの変動要因

　2008年度末から2009年度末へのEVの増加額を要因別に示すと、次のとおりです。

５．前提条件を変更した場合の影響（感応度）

　保有契約価値は、多くの前提条件を設定して計算しているため、前提条件を変更するとその数値が増
減いたします。主要な前提条件を変更した場合のEVへの影響額は、次のとおりです。

（単位：億円）
2008年度末EV 924
①　新契約価値 9
②　2008年度末EVからの期待収益（注1） 53
③　前提条件と2009年度実績の差異（注2） 14
④　金利変動等の影響（注3） 31
⑤　その他の前提条件変更の影響（注4） △12
⑥　モデル変更の影響（注5） 11

2009年度EV増減額（①～⑥の合計） 106
2009年度末EV 1,031
（注１） 　EVは割引率を使用して計算しているため、計算時点が１年進むことによって発生するEVの増加額です。
（注２）　2008年度末で設定した前提条件と2009年度実績との差異によるEVの増減額です。
（注３）　市中金利の変動に伴い資産運用利回りの前提条件を変更したこと等によるEVの増減額です。
（注４）　保険事故発生率、解約・失効率、経費等の前提条件を変更したことによるEVの増減額です。
（注５）　将来収支を計算するモデルを変更したことによるEVの増減額です。

（単位：億円）
前提条件の変更 EVへの影響 EV額

保険事故発生率を1.1倍にする △36 994
解約・失効率を1.1倍にする △4 1,026
経費（契約維持に係わる分）を1.1倍にする △10 1,020
新規投資利回りが0.25％上昇した場合 20 1,052
新規投資利回りが0.25％下落した場合 △20 1,010
ソルベンシー・マージン比率を+100％（1100％に変更） △17 1,013
ソルベンシー・マージン比率を－100％（900％に変更） 17 1,049
割引率を＋１％（９％に変更） △48 982
割引率を－１％（７％に変更） 55 1,086

377億円350億円 358億円

653億円
543億円 566億円
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情報開示方針

　当社は、MS＆ADインシュアランス グループ ディスクロージャー基本方針に則り、当社の重要情報
を正確、迅速かつ公平に伝えることを目的とし、以下のとおり情報開示を行っていきます。

１．情報開示の基本姿勢

　当社は、お客さまをはじめとする皆さまが、当社の実態を認識・判断できるように情報開示を行って
いきます。

２．情報開示の基準

　当社は、お客さまの契約判断等に資する有用情報として以下の項目について開示していきます。
　＜情報開示に関する主な項目＞
　　 経営関連、商品・サービス、資産運用、資産・負債関連、リスク管理関連、業績関連、再保険、シス

テム、社会貢献、環境取り組み

３．情報開示の方法

　当社からの情報開示は、ディスクロージャー誌、ニュースリリース、インターネットホームページな
どを通じ、お客さまをはじめとする皆さまに情報が伝達されるよう配慮を行っていきます。

　あいおい生命 ディスクロージャー基本方針

　当社は、対外的な情報開示の方針を以下のとおり定めています。
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反社会的勢力に対する基本方針

１ ．MS＆ADインシュアランス グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し
て毅然とした姿勢で臨み、不当・不正な要求を断固拒絶するとともに、反社会的勢力との関係を遮断
することに努め、公共の信頼を維持し、適切かつ健全な業務の遂行を確保します。

２ ．反社会的勢力による不当要求等に備えて組織体制を整備するとともに、警察・暴力追放運動推進セ
ンター・弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。

３ ．反社会的勢力による不当要求等がなされた場合には、役職員の安全を最優先に確保するとともに、
担当者や担当部署に任せることなく組織的な対応を行います。また、いかなる形態であっても反社会
的勢力に対する資金提供や事実を隠蔽するための取引は行わず、民事と刑事両面からの法的対応を行
います。

　あいおい生命 反社会的勢力に対する基本方針

　当社は、MS＆ADインシュアランス グループが定める「MS＆ADインシュ
アランス グループ 反社会的勢力に対する基本方針」に則り、反社会的勢力
との関係遮断に努め、公共の信頼を維持し、適切かつ健全な業務の遂行を
確保していきます。
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利益相反取引の管理について

１．対象取引およびその類型

（１）　対象取引
　本方針の対象となる「利益相反のおそれのある
取引」（以下「対象取引」といいます。）とは、当社
等が行う取引に伴い、お客さまの利益が不当に
害されるおそれのある取引をいいます。
（２）　対象取引の類型
　当社は、対象取引について以下のような類型
化を行い管理します。
① お客さまの利益と当社等の利益が相反するお
それのある取引

② お客さまの利益と当社等の他のお客さまの利
益が相反するおそれのある取引

２．対象取引の管理方法

　当社は、以下に掲げる方法その他の方法によ
る措置を選択し、または組み合わせることによ
り、適切に対象取引を管理します。
① 対象取引を行う部門と当該取引に係るお客さ
まとの他の取引を行う部門を分離する方法

② 対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害
されるおそれのあることについて、お客さま
に適切に開示する方法

③ 対象取引または当該取引に係るお客さまとの
他の取引の条件または方法を変更する方法

④ 対象取引または当該取引に係るお客さまとの
他の取引を中止する方法

３．利益相反管理体制

　当社は、利益相反管理の遂行のため、利益相反
管理統括部署を設置し、利益相反に関する情報
の収集を行うことにより対象取引を一元的に管

理します。
　また、これらの管理を適切に行うため、役員お
よび社員を対象に必要な教育・研修等を行い、
お客さまの利益が不当に害されることのないよ
うに努めます。

４ ．利益相反管理の対象となる会社の
範囲（＊）

　本方針において、利益相反管理の対象となる
会社は、当社およびＭＳ＆ＡＤインシュアラン
ス グループの以下の金融機関です。
①当社の親金融機関等（注）
　 ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループのグ
ループ会社のうち、保険業その他の金融業を
行う者をいいます。但し、当社を除きます。

（注） 　親金融機関等の定義については、保険業法第
100条の２の２第２項をご参照願います。

（＊）　該当する主な会社は次のとおりです。

・あいおい損害保険株式会社
・三井住友海上火災保険株式会社
・ニッセイ同和損害保険株式会社
・三井住友海上きらめき生命保険株式会社
・三井ダイレクト損害保険株式会社
・三井住友海上メットライフ生命保険株式会社
・SBI損害保険株式会社
・アドリック損害保険株式会社
・e-Net少額短期保険株式会社
・株式会社全管協共済会

2010年４月１日現在

　当社は、以下の方針に基づき、当社またはＭＳ＆ＡＤインシュアランス グ
ループの金融機関（以下、「当社等」といいます。）が行う取引に伴い、お客さ
まの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を
管理し、適切に業務を行っています。

　利益相反管理方針
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　当社は、内部統制のシステム構築をコーポレート・ガバナンスの充実に向
けた重要な柱と位置づけ、以下のとおり、「内部統制システムに関する基本
方針」を定めています。

内部統制システムに関する基本方針
　当社は「MS＆ADインシュアランス グループ
経営理念」の下、経営資源の効率的な活用と適切
なリスク管理を通じ、長期的な安定と持続的成
長を実現するため、透明性と牽制機能を備えた
経営体制を構築し、当社のみならずMS＆ADイ
ンシュアランス グループ全体の企業価値の向上
に努めていく。

１ ．取締役の職務の執行が効率的に行
われることを確保するための体制

(1) 当社は、迅速な意思決定と適切なモニタリ
ングを両立させるため、執行役員制度を導入
するとともに社外取締役を選任し、経営重要
事項の決定および監督を行う「取締役（会）」と
執行責任を負う「執行役員」との役割分担の明
確化およびその機能強化を図る。加えて、意
思決定において十分な論議・意見交換を行う
ため、経営会議や委員会等、経営諸会議の活用
を図る。

(2) 取締役会は、取締役及び執行役員の職務執
行が適正かつ効率的に行われるよう、権限等
については個別職務権限規程において詳細に
定め、職務を適正且つ効率的に執行する体制
を確保する。

(3) 当社は、経営計画を策定し、全役職員にその
浸透を図るとともに、その実現に向け適切な
経営資源の配分を行う。

(4) 取締役会については、取締役会規則を定め
その適切な運営を確保するとともに、原則、毎
月１回定例でこれを開催する他必要に応じて
臨時に開催して、取締役間の意思疎通を図る
とともに、各取締役は３ヶ月に１回以上業務
執行報告を行うものとし、相互に監督する。

２ ．取締役および使用人の職務の執行
が法令および定款に適合することを確
保するための体制

(1) 取締役会は、グループ会社の全役職員の日
常活動における行動基準である「MS＆ADイ
ンシュアランス グループ行動指針」、「MS＆
ADインシュアランス グループ コンプライア
ンス方針」に従い、コンプライアンスに係る重
要な規程を整備し、全役職員に対しコンプラ
イアンス意識の徹底に取り組み、法令や社内
ルール等を遵守し、高い倫理観に基づいた事
業活動を行う。
(2) 取締役会は、コンプライアンスの徹底と企
業倫理の確立を図るため、毎年コンプライア
ンスの取組みにおける基本方針およびコンプ
ライアンス・プログラムを策定し、その実施
状況を監視する。また、コンプライアンスを
実現するための具体的な手引書として「コンプ
ライアンス・マニュアル」を制定し、グループ
全体の事業活動、経営環境等を勘案して必要
に応じて見直しを行う。
(3) 当社は、各部にコンプライアンス担当者を
設置して適宜教育・研修を実施するとともに、
コンプライアンスに係る資格取得を奨励する。
(4) 取締役会は、コンプライアンスに関する事
項を一元的に管理する部署を設置し、コンプ
ライアンスに係る各種施策の企画・立案・推
進・進捗管理、不祥事件の未然防止・再発防
止に取り組む。
(5) また、取締役会の諮問機関として、コンプラ
イアンスに関わる基本方針・重要な規程の策
定、推進状況の点検・管理機能等を担うコン
プライアンス委員会を設置し、コンプライア
ンスを経営の最重要課題として認識して、定
期的にその状況を取締役会および監査役に報
告する。
(6) 当社は、「MS＆ADインシュアランス グルー

内部統制システムに関する方針
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プ　反社会的勢力に対する基本方針」に従い、
反社会的勢力排除のための体制整備（対応統括
部署の整備、対応要領の整備、情報管理体制の
整備、警察等外部専門機関等との連携強化等）
に取り組み、反社会的勢力に対しては毅然と
した姿勢で臨み、不当、不正な要求に応じない
旨を全役職員に徹底する。

(7) 当社は、「MS＆ADインシュアランス グルー
プ　お客さま情報管理基本方針」に従い、個人
情報の適切な取扱いおよび安全管理措置を徹
底するための体制を整備する。

(8) 当社は、「MS＆ADインシュアランス グルー
プ　利益相反管理に関する基本方針」に従い、
利益相反管理のための体制を整備する。

(9) 取締役は当社における重大な法令違反その
他コンプライアンスに関する重要な事実を発
見した場合には、直ちに監査役に報告すると
ともに、遅滞なく取締役会において報告する。

(10) また、当社は、公益通報者保護制度に基づ
き、法令違反その他のコンプライアンスに関
する事実についての社内報告体制として、社
外の弁護士を直接の情報受領者とする社内通
報制度（あいおい生命親展ポスト）を整備、周
知徹底を図り、内部通報者の保護を図りなが
ら各種情報収集に努める。

(11) 監査役は当社のコンプライアンス体制およ
び社内通報制度の運用に問題があると認める
ときは、意見を述べるとともに改善策の策定
を求めることができる。

３ ．当社並びにその親会社等から成る企
業集団における業務の適正を確保す
るための体制

(1) 当社は、親会社策定の「関連会社管理規程」
に則り、経営の独立性を損なわない範囲で、経
営上重要な方針・計画やリスク情報・開示情
報の迅速な伝達体制を構築する。

(2) 当社は、「MS＆ADインシュアランス グルー
プ　グループ内取引および業務提携等に関す
る基本方針」に従い、アームズ・レングス・
ルールおよびその他のファイヤーウォールを
適切に機能させるための体制を整備する。

(3) また、業務委託先である親会社のコンプラ
イアンス部門・業務監査部門と十分な情報交
換を行い、連携して業務の適正確保に努める。

(4) 代表取締役は、親会社の監査役と定期的に

意見交換会を開催する。

４ ．損失の危険の管理に関する規程そ
の他の体制（統合的リスク管理体制）

(1) 当社は、持株会社の取締役会が策定する
「MS＆ADインシュアランス グループ　リス
ク管理基本方針」に従って基本的な考え方を共
有するとともに、リスク管理方針を策定し、適
切なリスク管理を実行する。
(2) 当社は、業務執行に係るリスクを認識し、リ
スクカテゴリー毎に管理部門を明確にして、
リスクの把握と適切なコントロールにより経
営の安定確保に努める。
(3) 取締役会は、諮問機関として、リスク管理方
針の策定、各リスクに係るリスク管理規程の
整備および大災害等の具体危機事象発現時の
機動的な対応を行うためリスク管理委員会を
設置して、リスク管理重視の経営を強化する。
リスク管理委員会は、半期毎にその状況を取
締役会および監査役に報告する。
(4) リスク管理委員会の事務局機能を担うとと
もに各リスクを統合して管理するため、リス
ク統括部署を設置し、統合リスク管理の強化、
精度向上に努める。
(5) また、担当役員の諮問機関として収支管理
委員会を設置し、収支状況および資産運用状
況を月例で検証するとともに、新商品開発等
の施策の導入時・導入後の収支面からの検証
を行う体制を整備する。

５ ．財務報告の信頼性を確保するため
の体制

(1) 適正な会計処理および財務報告の信頼性を
確保するため、財務報告に係る内部統制の体
制を整備する。
(2) 当社は、「MS＆ADインシュアランス グルー
プ　情報開示統制基本方針」に従い、財務情報
その他当社に関する情報を適時かつ適正に開
示するための体制を整備する。

６ ．内部監査の実効性を確保するため
の体制

(1) 当社は、「MS＆ADインシュアランス グルー
プ　内部監査基本方針」に従い、内部監査体制
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を整備し、効率的かつ実効性のある内部監査
を実行する。

(2) 取締役会は、他の業務執行部門から独立し
た社長直轄の内部監査部署を設置すると共に、
内部監査に係る基本的事項を定めた業務監査
規程を策定し、またリスクの種類および程度
に応じた内部監査方針・計画を策定する。

７ ．取締役の職務の執行に係る情報の
保存および管理に関する体制

(1) 取締役会ならびに経営諸会議の議事録・議
案・資料をはじめ、取締役の職務執行に係る
情報および重要な決裁に係る情報については、
文書の保管・保存・廃棄に関する取扱いを定
めた文書管理規程および文書保存年限規程に
基づき、その保存媒体に応じて適切に保存・
管理し、必要に応じて常時閲覧可能な状態を
維持する。

(2) 併せて、電子媒体を活用したデータベース
化を促進し、検索・閲覧の効率性向上に取り
組む。

８ ．監査役監査の実効性を確保するた
めの体制

(1) ①監査役は、監査役会の同意のもと当社社
員に対し、監査役補助者として監査業務の補
助を行うよう任命できるものとする。

　 ②監査役補助者の人事異動・人事評価・懲戒
処分等人事に関わる事項については、監査役
の同意を必要とする。

(2) 監査役への報告に関する体制
　① 当社の取締役および執行役員は、職務執行

に関して重大な法令・定款違反もしくは不
正行為の事実、または会社に著しい損害を
及ぼすおそれのある事実を知ったときは、
直ちに監査役会に報告しなければならない。

　② 当社の取締役および執行役員は、事業・組
織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の
実施結果、内部通報制度における通報状況
および内容を遅滞なく監査役会に報告する。

(3) 監査役は取締役会のほか、重要な経営諸会
議に出席し、必要に応じて意見を述べること
ができる。

(4) 代表取締役は監査役からの定期的な意見交
換会の開催に応じ、当社として対処すべき課

題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重
要課題等について意見交換を行う。
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コンプライアンス（法令等遵守）の体制

　当社は、法令等を遵守し、健全かつ適切な経営を行い、コンプライアンス
の取り組みを強化しています。

基本方針
　当社は生命保険会社の社会的・公共的使命を
踏まえ、自己責任原則に基づき健全かつ適切な
経営を行い社会的信頼に積極的に応えるため、
法令等を遵守し誠実で公正な事業活動を展開し
てまいります。

コンプライアンス（法令等遵守）推進体制
　取締役会の諮問機関として、コンプライアン
スに係る基本方針、重要な規程の制定、実践計画
（コンプライアンス・プログラム）の策定、推進
状況の点検・管理機能等を担う「コンプライアン
ス委員会」を設置しています。また、本店各部お
よび営業部・支社には、それぞれコンプライア
ンス・リーダーを設置して教育・研修を実施し
ています。
　さらに、2007年７月コンプライアンス・オフィ
サー（専任担当者）を全国主要地域に配置し、コン
プライアンス推進態勢の強化を図っています。
　このように、コンプライアンスを経営の最重
要課題として位置付け、取締役をはじめ役職員・
代理店のコンプライアンスの取り組みを推進し
ています。
　また、法令違反その他コンプライアンスに関

する事実についての社内報告体制として、社外
の弁護士を直接の情報受領者とする社内通報制
度（あいおい生命親展ポスト）を整備、周知徹底
を図り、内部通報者の保護を図りながら各種情
報収集に努めています。

コンプライアンス方針
１ ．“コンプライアンスは会社の最重要課題のひ
とつ”であることを社内に徹底し、推進する。

２ ．“法令・規則・諸規程を知り・守る”ことの
重要性を役職員・代理店の全員が認識し、実
行する。
３ ．“お客さまへの適切性、公平性、迅速性”を強
く意識し、責任感をもって仕事に取り組む。

コンプライアンス･プログラムと教育･研修等
　コンプライアンスは、具体的にはコンプライ
アンス・プログラムに沿って推進しており、役
職員に対し入社時研修から始まる階層別研修や
部門別研修など体系化した教育・研修等を実施
するとともに、コンプライアンスに係る資格取
得を奨励しています。また、代理店向けの各種
販売研修カリュキュラムにコンプライアンス研
修を盛り込む取り組みを推進しております。

取 締 役 会

コンプライアンス委員会

コンプライアンス・リスク統括部

本店各部 営業本部

コンプライアンス推進体制

＊本店各部、各営業部・支社にコンプライアン
　ス・リーダーを配置しています。

社
支

＊全国主要都市にコンプライ
　アンス・オフィサーを配置
　し、地域のコンプライアン
　ス推進を指導・管理してい
　ます。

部
業
営

部
業
営

部
業
営

部
業
営
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リスク管理の取り組み

　当社は、多様なリスクを管理し、経営の安定と業務品質および収益性向上
に努めています。

基本方針
　規制緩和・自由化が急速に進展する中で、保
険事業を取り巻く経営環境は急激に変化してお
り、保険会社は多様な経営上のリスクを自己責
任で管理することが強く求められています。
　当社は、生命保険会社として長期間にわたり
お客さまへの保障を確実にするため、リスクを
適切にコントロールし、経営の安定性を確保し、
お客さまに対する業務品質の向上および収益性
の向上に努めています。

リスク管理体制
１ ．取締役会の諮問機関としてリスク管理委員
会を設置しています。

　 　また、各種リスクを管理するリスク管理部
門を整備し、その各リスク管理部門のリスク
を統合し管理するリスク統括部門を設置して
います。

２ ．リスク管理委員会は、リスク管理にかかわ
る基本方針・リスク管理諸規程の整備・更新
を行い、リスク管理体制の充実を図るととも
に、リスク管理重視の経営体質の強化につい
ての責務を担っています。

３ ．リスク統括部門は会社が抱えているさまざ

まなリスクを実態に応じて計量化した上で統
合し、そのリスク量に対応する資本との関係
を定期的に管理し、経営の健全性確保に努め
ています。

主要なリスクとその管理体制

１．経営戦略リスク

　経営戦略リスクとは、設定した経営戦略や目
標が適切でない、または有効でない場合に損失
を被るリスクをいいます。当社においては、リ
スク情報の分析・検討結果を活用して経営戦略、
経営計画、諸施策を策定するとともに、それらの
達成度合いのブレをコントロールする管理を
行っています。

２．保険引受リスク

　保険引受リスクとは、経済情勢や保険事故の
発生状況が保険料設定時の予測に比して大幅に
変動し、損失を被るリスクをいいます。当社に
おいては、保険料の設定にあたって、十分性や公
平性等を踏まえるとともに販売後、商品別の収支
状況を定期的に把握・管理し、リスクの発現状況
等によっては商品の改廃や引受基準・販売方針

報 告 

報 告 

対策指示 

【リスク管理部門】

【業務運営部門】

経営戦略
リスク

保険引受
リスク

資産運用
リスク

流動性
リスク

システム
リスク

災害・風評
・その他リスク

事務
リスク

報 告 

【リスク統括部門】

リスク管理委員会

※事務リスクについては【事務リスク総合管理部門】
を設置しています。 

取　　締　　役　　会
報 告 

答申・報告 

内
　
部
　
監
　
査

業
　
務
　
監
　
査
　
部
　
門
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の見直しを行う等のリスク管理を行っています。
　また、過度のリスク集中を回避する手段とし
て再保険等により危険分散を図っています。
＜再保険について＞
(1）再保険とは
　保険会社が引き受けた保険金支払い責任の全
部または一部を、他の保険会社に移転して、リス
クの平準化と分散化を行うことを「再保険」と言
います。そして、他の保険会社に移転すること
を「出再」、他の保険会社から引き受けることを
「受再」と言います。
(2）出再方針
　当社事業収支の長期安定化を図ることを主要
出再方針としています。特に、大規模な災害等
の発生による巨額の保険金支払責任を負う危険
に備え、保有するリスクの状況や会社資本・準
備金の状況を考慮した上で、十分対応できる再
保険を手配しています。
　なお、再保険の手配にあたっては、主要格付機
関による格付をもとに信用度の高い再保険会社
の選定を行っています。

３．資産運用リスク

(1）市場リスク
　市場リスクとは、金利・株価・為替相場等の
変動により保有資産の価値が減少し損失を被る
リスクを言います。当社においては、市場環境
の変化に対する感応度の把握、ポジション枠管
理、ロスカットルール等の手法により管理を行っ
ています。
　ALM（資産・負債の総合的な管理）の手法を用
いて負債の年限とのバランスを図りながら公社
債を中心に運用することで、相場変動による影
響を抑え安定的な収益を確保するポートフォリ
オの構築に努めています。
　また、国内金利の急上昇・急低下、株価の急
落、急激な円高等のシナリオを想定したストレ
ステストを定期的に実施し、その影響度を測定
することで、市場リスク発生時に耐えうる資本
が十分に確保されていることを確認しています。
(2）信用リスク
　信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪
化等により、資産の価値が減少ないし消失し損
失を被るリスクを言います。当社においては、
格付機関による格付けをベースとした与信限度
額の設定等の手法により管理を行っています。

４．流動性リスク

　流動性リスクとは、大規模な災害発生に伴う
資金流出や解約返戻金の増加等により資金繰り

が悪化し、著しく不利な取引を余儀なくされる
ことにより損失を被るリスクを言います。当社
においては、資金繰りの逼迫度に応じた管理手
法、マニュアル等を整備しており、その確保状況
について定期的に確認しています。

５．事務リスク

　事務リスクとは、当社役職員、代理店および事
務委託先の役職員が適切な事務の遂行を怠った
り事故・不正を起こすことや、新しい事務の開
発に際し十分な検証が行われず導入時に混乱が
発生すること等により会社が損失を被るリスク
や業務品質の低下により、会社の信用が低下す
るリスク等を言います。
　当社においては、お客さまに質の高いサービ
スをご提供できるよう、各種要領やマニュアル、
手順書等を整備するとともに、社員研修、代理店
研修を実施しています。
　また、本社各部門の事務指標のチェック、内部
監査等を通じて、事務リスク管理体制の有効性・
実効性の検証を行いリスク発現防止に努めてい
ます。

６．システムリスク

　システムリスクとは、主にコンピュータシステ
ムの異常停止・誤作動・誤操作・不正使用ある
いは、システム開発業務のミスや遅延等によりお
客さまに影響を与える、又は会社が損失を被るリ
スクを言います。当社においては、情報管理の基
本方針（セキュリティポリシー）を定め、リリース
前に十全なテストの実施を行うとともにシステ
ム運用を安全性・信頼性の高い専門会社に委託
することでリスク発現防止に努めています。
　また、お客さまの大切な情報を取り扱うこと
から、個人情報の漏洩防止を重要なリスク管理
項目として位置づけ、お客さまのデータの取り
扱いやネットワーク上でのセキュリティに関し
て万全の安全対策を施しています。

７．災害・風評・その他リスク

　上記の他に、異常災害リスク、風評リスク等の
さまざまなリスクを認識し、これらのリスク管
理に努めています。
　火災、大地震被災等の不測の事故発生の際に
も保険金支払い等の中核となる重要業務を継続
するため、事業継続計画（BCP）を整備しています。
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監査体制

　当社では健全かつ適切な業務運営を確保し、お客さまの信頼にお応えで
きるよう、他の組織とは独立した内部監査部門としての業務監査部を設け、
コーポレート・ガバナンスの確立を目的として、法令等遵守・リスク管理・
保険募集管理の各態勢を自ら検証するために監査を実施しています。

社内の監査体制
　社内の監査としては、監査役が行う法令上の
監査と、業務監査部による内部監査があります。
　内部監査の目的は、会社業務全般について適
正かつ効果的に遂行されているかを検証し、業
務改善に向けた提言を行うことにより、内部管
理の水準向上に努めることにあります。
　監査の実施にあたっては、個々の問題点の指
摘・指導をベースとして、発生した事象の背景
や原因を究明し改善策につなげるための実効性
を重視しており、監査結果については取締役会

等に定期的に報告を行うとともに、業務改善の
状況についても確認し報告しています。

社外の監査・検査体制
　当社は社外の監査・検査として「会社法に基づ
く監査法人による外部監査」ならびに「保険業法
に基づく金融庁による検査」を受けています。

　なお、監査法人、監査役、業務監査部は連携し
て監査内容の向上に努めています。

監査体制

監査監査役・監査役会

監査

基本方針・内部監査報告・改善提言
取締役会

内部監査命令
業務監査部 社　　長

担当役員

業務執行
内部監査・改善提言・改善確認

本店各部

指導管理

営業部・支社
内部監査・改善提言・改善確認

内部監査
改善確認

代　　　理　　　店

委託契約

・代理店監査の一部はあいおい損保（10月よりあいおいニッセイ同和損保）へ委託して実施して
　います。

監査法人
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個人情報の取り扱い

生命保険業界の対応
○ 2003年「個人情報の保護に関する法律（個人
情報保護法）」が成立し、翌年４月「個人情報の
保護に関する基本方針」が閣議決定されたこと
を受け、監督官庁である金融庁は2004年12
月に「金融分野における個人情報保護に関する
ガイドライン」を定め、さらに2005年１月に
は「金融分野における個人情報保護に関するガ
イドラインの安全管理措置等についての実務
指針」を定めました。

○ 社団法人生命保険協会は個人情報保護法によ
る個人情報保護団体の認定を受け、2005年２
月開催の理事会で「生命保険業における個人情
報保護のための取扱い指針（生保指針）」、「生
命保険業における個人情報保護のための安全
管理措置等についての実務指針（生保安全管理
実務指針）」を決定し発表しました。

当社の対応
○ 当社では、事業の性格上ご契約者、被保険者の
保健医療情報をはじめとする機微（センシティ
ブ）情報を含む各種の個人情報を大量かつ長期
間に亘り保有・利用することがあるため、従
来から個人情報については慎重に取り扱い、
対応してまいりました。

○ 2005年４月の個人情報保護法施行へ向けて、
2004年３月から準備をすすめ、2005年３月
末日までに法令・ガイドライン・生保協会指
針等で生命保険会社に求められている事項に
ついては対応を完了しました。

○ 個人情報関連規程の基本規程としての、「個人
情報の取扱いに関する方針（プライバシーポリ
シー）」「個人情報保護規程」「同細則」「個人情
報リスク管理規程」「外部委託管理規程」をは
じめ、基本規程に基づく運営要領・手順書類、
部門別の個人情報取扱い手順書、個人情報取
扱台帳に至るまで整備を完了し、並行して社
員、代理店等に対して研修を実施し、周知を図

りました。

○ また、個人情報取扱事業者には該当しない代
理店に対しても、委託先に対する適切な管理・
監督の必要性から「プライバシーポリシーの作
成･公表」、「個人情報取扱規程の備付」、「代理
店独自の利用目的の明示」等の個人情報保護法
対応の指導を行っています。

○ さらに、作成した「個人情報の取扱いに関する
方針（プライバシーポリシー）」は当社ホーム
ページに掲載しております。

○ 当社は今後とも、関係法令等の遵守の徹底・
定着に向けた意識付けの強化、実効性ある運
営・点検・監査の実施、個人情報流失等に対
する安全管理措置等のさらなる徹底、より高
度な技術的安全管理措置の実施をすすめ“信頼
されるあいおい生命”を目指し全社を挙げて取
り組みを進めてまいります。



商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

社

会

活

動

会

社

デ

ー

タ

M
S
&
A
D
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス

グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て

経
営
に
つ
い
て

Aioi Life Insurance Disclosure 2010 29

個人情報の取扱いに関する方針

● あいおい生命保険株式会社（以下、「当社」といいます。）
は、「お客さま第一」を常に行動の原点とし、最高の安心
と満足の提供によりお客さまから選ばれる企業を目指す
とともに、保険事業の社会・公共的使命を果たし、広く
社会から信頼される企業を目指しています。 
● お預かりした個人情報は、保険制度の健全な運営ととも
に、当社の商品・サービス・情報をご提供申し上げるた
めになくてはならないものとして、安全に管理し適正に
利用することが当社の重要な社会的責務であると認識し
ております。
● 当社は個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に
関する法律（個人情報保護法）、その他の関連法令、金融
分野における個人情報保護に関するガイドラインその他
のガイドラインや㈳生命保険協会の「生命保険業におけ
る個人情報保護のための取扱指針」等を遵守して、個人
情報を適正に取扱うとともに、安全管理については金融
庁および㈳生命保険協会の実務指針に従って、適正な措
置を講じます。
● また、役員、社員（派遣社員、臨時勤務者、外注常駐者を
含みます。以下、同じ。）は、全社を挙げて個人情報・個
人データ（いずれも「機微（センシティブ）情報」を含みま
す。以下同じ。なお、「機微（センシティブ）情報」につい
ては、下記７をご覧ください。）を、適正に取扱うととも
に、個人情報の保護に万全を尽くしてまいりますことを
宣言いたします。

１．個人情報の取得・収集について
(1) 個人情報を業務上必要な範囲で、かつ、適法で公正
な手段によって取得・収集します。

(2) お客さまの個人情報は、主に保険の契約申込書、保
険金・給付金請求書等により取得・収集します。ま
た、アンケートやキャンペーン等の実施によりはが
き・電話等でも、さらに、新聞記事等の公示情報も取
得・収集させていただくことがあります。

２．個人情報の利用目的とその利用について 
(1) お預かりした個人情報は、利用目的の範囲内で、業
務の遂行上必要な場合において利用します。

(2) また、ご契約者、被保険者、保険金・給付金ご請求
者からお預かりした個人情報は保険制度の健全な運営
のために、次の目的および下記５、６に掲げる目的（以
下、「利用目的」といいます。）のために利用します。そ
の他の目的に利用することはありません。

　　・適切な保険のお引受け
　　・ 保険事故が発生した場合の円滑かつ適切な保険金・

給付金のお支払い
　　・保険契約の維持・管理
　　・再保険契約の締結、および再保険金の請求
　　・市場調査及び金融商品・サービスの開発・研究 
　　・ 当社およびグループ会社が取扱う商品・サービスの

案内・提供
　　　 　当社およびグループ会社が取扱う商品・サービス

は次のとおりです。
　　　 　生命保険、損害保険、ローン・国債・投資信託・

確定拠出年金等の金融商品、資産評価サービス、リ
スクマネージメントサービス、健康・介護サービス、
およびこれらに付帯・関連するサービス・コンサル
テーション、各種イベント・キャンペーン・セミ
ナーの案内、提携先企業の商品・サービスに関する

情報
　　　 　グループ会社は、ＭＳ＆ＡＤインシュアランス 

グループ ホールディングス株式会社（以下、「持株
会社」といいます。）のホームページをご覧ください。

　　・ その他保険に付随・関連する業務、またはお客さま
とのお取引等の適切かつ円滑な遂行

(3) さらに、当社社員の採用、代理店等の新設・維持管
理に際しお預かりした個人情報についても、業務遂行
上必要な範囲で利用します。

(4) 利用目的を変更する場合はその内容を、原則として、
書面等によりご本人に通知し、または、当社ホーム
ページにより公表します。

３．個人データの正確性の確保と安全な管理について
(1) 取扱う個人データの漏えい、滅失、き損の防止、そ
の他の個人データの安全管理のために、安全管理に関
する基本方針、個人情報保護に係る規定等の整備、お
よび組織的、人的、技術的安全管理措置に係る整備等
を行うとともに、十分なセキュリティー対策を講じ、
正確性、最新性を確保するために適切な措置を講じま
す。

(2) 個人データ管理責任者を任命し、個人情報の安全・
適正な管理を実施します。

(3) 個人データの持ち出し、または外部へ移送・送信す
る際には相当の注意を払います。

(4) 役員、社員および代理店を含めた委託先に対して、
個人情報の保護及び適正な管理方法等につき継続的に
研修を実施し、日常業務における個人情報の適正な取
扱いを徹底します。

(5) また、定期的に監査を実施し本方針を実践・遵守す
るとともに個人情報保護の継続的改善に取組んでまい
ります。

(6) 外部に個人データの取扱いを委託する場合には、あ
らかじめ委託先の情報管理体制を確認し、委託後の業
務遂行状況を監視するなど委託先に対する必要かつ適
切な監督を行います。

４．個人データの第三者提供について
(1) 個人データを第三者に提供する際は、原則として、
事前にご本人の同意をいただきます。

(2) ただし、次の場合にはご本人の同意を得ないで個人
データを第三者に提供する場合があります。

　　①　法令に基づく場合
　　② 　再保険の手配等、当社の業務遂行上必要な範囲で

提供する場合
　　③ 　当社の業務遂行上必要な範囲で、保険代理店を含

む委託先に提供する場合
　　④ 　グループ内、または生命保険会社等との間で共同

利用を行う場合（下記５、６をご覧ください）
　　⑤ 　個人情報保護法第23条第２項に基づく手続きを

行って第三者に提供する場合

５．グループ内での共同利用
(1) ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループでは、持株
会社がグループ会社の経営管理を行うため、持株会社
とグループ会社との間で個人データを共同利用するこ
とがあります。共同利用するグループ会社の範囲は、
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループの国内・海外
保険会社、再保険会社、関連事業会社です。グループ
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会社は持株会社のホームページをご覧ください。な
お、共同利用の管理責任者は、持株会社とします。

　○ 　共同利用する個人データの項目は以下のとおりで
す。

　　①　株主情報（氏名、住所、株式数等）
　　② 　当社が保有するお客さま情報（氏名、住所、電話番

号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申
込書等に記載された契約内容および保険事故に関す
る内容など、お客さまとのお取引に関する情報）

(2) ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループでは、グルー
プ会社が取扱う商品・サービスをご案内またはご提供
するために、グループ会社間で個人データを共同利用
することがあります。グループ会社は持株会社のホー
ムページをご覧ください。なお、共同利用の管理責任
者は、持株会社とします。

　○ 　共同利用する個人データの項目は以下のとおりで
す。

　　 　当社およびグループ会社が保有するお客さま情報
（氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、
生年月日、その他申込書等に記載された契約内容およ
び保険事故に関する内容など、お客さまとのお取引に
関する情報）

　 　グループ内での共同利用に関する詳細につきまして
は、持株会社のホームページをご覧ください。

＜お問い合わせ先＞
　 ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディング
ス株式会社　コンプライアンス部

　所在地　〒103-0028　東京都中央区八重洲一丁目3-7
　八重洲ファーストフィナンシャルビル
　電話　03-3297-4841（受付時間：午前９時～午後５時
　土日祝祭日・年末年始を除く。）

６．情報交換制度等について 
　当社は、以下の制度に基づき㈳生命保険協会、生命保険
会社等との間で個人データを共同利用します。詳細につき
ましては㈳生命保険協会のホームページをご覧ください。
(1) 保険契約等に関する情報の共同利用制度

　　①　契約内容登録制度・契約内容照会制度
　　②　医療保障保険契約内容登録制度
　　③　支払査定時照会制度
(2) 生命保険会社職員・代理店・募集人等に関する情報
の共同利用制度

　　①　募集人登録情報照会制度
　　②　合格情報照会制度
　　③　退社者情報登録制度
　　④　変額保険販売資格者登録制度

７ ．機微（センシティブ）情報および個人信用情報の取扱い
について

　当社は、機微（センシティブ）情報（注１）および個人信用
情報（注２）については、これらの情報の利用目的が法令等
に基づいて限定されていることに鑑み、限定された利用目
的以外では利用しません。
　（注１ ) 人種、信条、門地、本籍地、保健医療、犯罪経歴、

労働組合への加盟、民族または性生活に関する情
報（これらを「機微（センシティブ）情報」といいま
す。）については、保険業法施行規則第53条の10及
び同法施行規則第234条第１項第17号に基づき、
保険会社等が業務上取扱う場合には、当該業務の
適切な運営の確保その他必要と認められる目的に
利用目的が限定されています。

　（注２ ) 個人信用機関より提供を受けた個人信用情報に
ついては、保険業法施行規則第53条の９に基づき、
返済能力の調査に利用目的が限定されています。

８．個人データの開示・訂正・利用停止・消去について
(1) ご契約者および被保険者等のご本人が自己の個人
データについて、開示・訂正・利用停止・消去等を求
める権利を有しておられることは十分に理解・認識し
ております。

(2) 法に定めのある場合を除き、正当な要求がある場合
には、異議なく速やかに対応します。

(3) ご請求者がご本人であることを確認させていただい
たうえで手続きを行います。

(4) また、必要な調査を行った結果、ご本人に関する
データが不正確である場合には、その結果に基づいて
正確なものに変更させていただきます。

(5) なお、開示・訂正・利用停止・消去等の手続きの詳
細は当社ホームページ「個人情報保護法に基づく保有
個人データの開示、訂正、利用停止等のお手続きにつ
いて」をご覧いただくか、または下記の当社お客様サー
ビスセンターにご照会ください。

９．個人情報保護規程等の整備・実施・維持・改善
　当社は、本方針を実行するため、個人情報保護に係る規
定等を定め、これを役員・社員、代理店、その他関係者に
対し徹底した教育を行い、周知のうえ実施、維持し、継続
的に改善いたします。

10 ．個人情報の取扱い、保有個人データに関するご照会・
ご相談
(1) 個人情報の取扱いに関する苦情・ご相談に対しては
適切・迅速に対応いたします。その窓口は下記の当社
お客様サービスセンターです。

(2) 当社の個人情報の取扱いや保有個人データに関して
ご意見、ご質問、ご照会がございましたら、下記の当
社お客様サービスセンターまでお問い合わせくださ
い。なお、個人データのご照会に関しましてはご本人、
または正当な権限を有する代理人からと限らせていた
だくこととし、併せてご本人であることを確認させて
いただきます。

【お客様サービスセンター】
0120－568－390
受付時間：平日午前9時～午後６時
※ 土・日・祝日および年末年始は受付けておりません。
　 　お客様サービスセンターでは、お申し出内容の確
認やお客様サービスの向上のため通話を録音させて
いただいております。あらかじめご了承ください。

(3) 当社は、認定個人情報保護団体である㈳生命保険協
会の対象事業者です。同協会では対象事業者の個人情
報の取り扱いに関する苦情・相談を受け付けていま
す。

【お問合せ先】
㈳生命保険協会　生命保険相談室
TEL：03-3286-2648
〒100-0005　千代田区丸の内3-4-1　新国際ビル3F
受付時間： 平日９時～午後５時（土・日曜、祝日など

の生命保険協会休業日を除く）
ホームページアドレス ： http://www.seiho.or.jp/
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情報交換制度等について

（1) 保険契約等に関する共同利用制度

①契約内容登録制度・契約内容照会制度
　当社は、社団法人生命保険協会（以下「協会」と
いいます。）、協会加盟の他の生命保険会社およ
び全国共済農業共同組合連合会（以下「各生命保
険会社等」といいます。）とともに、保険契約もし
くは共済契約等（以下「保険契約等」といいます。）
のお引受の判断または保険金もしくは給付金等
（以下「保険金等」といいます。）のお支払いの判断
の参考とすることを目的として、保険契約等に
関する所定の情報を協会に登録しております。
　協会に登録された情報は、各生命保険会社等
において前述の目的のため利用されることがあ
ります。

②医療保障保険契約内容登録制度
　当社は、各生命保険会社等とともに、医療保障
保険（団体型・個人型）契約のお引受の判断の参
考とすることを目的として、所定の情報を協会
に登録しております。また、協会に登録された
情報は、各生命保険会社等において前述の目的
のため利用されることがあります。

③支払査定時照会制度
　当社は、各生命保険会社等、全国労働者共済生
活協同組合連合会および日本コープ共済生活協
同組合連合会とともにお支払等の判断の参考と
することを目的として、当社を含む各生命保険
会社等の保有する保険契約等に関する情報を共
同で利用しています。

（2 ) 生命保険会社職員・代理店・募集
人等に関する情報の共同利用制度

①募集人登録情報照会制度
　当社は、生命保険会社その他保険業法に基づ
き保険の引受けを行うもの（以下②③で「会社」と
いいます。）が適正な募集人の申請を行うこと、
ならびに各生命保険会社および協会が募集人に
係る情報を適切に管理することを助け、各生命
保険会社の業務の健全かつ適切な運営および保
険募集の公正を確保し、もって生命保険契約者

等の利益の保護および生命保険事業の健全な発
展に資することを目的として、協会のデータベー
スに登録し、または保管・管理されている募集
人の登録申請等に関する情報を共同して利用し
ます。

②合格情報照会制度
　当社は、会社が採用する職員等の適格性およ
び資質を判断することを助け、適正な試験運営
や有能な人材確保により、各生命保険会社の業
務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正
を確保し、生命保険契約者等の利益の保護およ
び生命保険事業の健全な発展に資することを目
的として、協会のデータベース内で保管・管理
される、受験申込者に関する情報を共同して利
用しています。

③退社者情報登録制度
　当社は、会社が採用する職員等の適格性およ
び資質を判断することを助け、各生命保険会社
の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の
公正を確保し、生命保険契約者等の利益の保護
および生命保険事業の健全な発展に資すること
を目的として、生命保険の業務に関して不適当
な行為をなして会社を退社した職員等の退社に
関する情報として、協会のデータベースに登録
され、または同データベース内で保管・管理さ
れている情報を共同して利用しています。
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保険法対応について

　2008年５月30日に成立し、同年６月6日に公布された「保険法」が、2010年４月１日から施行されました。
　「保険法」は、従来の「商法」における保険に関する規定を約100年ぶりに全面的に改正し、単独の法律
として制定するとともに、保険契約者、被保険者および保険金受取人等の一層の保護が図られています。

保険法を反映した約款・事務取扱改定の概要
　保険契約者等の一層の保護、保険制度の健全性の維持等を図るために、保険法で定められたさまざまな
事項を当社全商品の約款に反映させるとともに、事務取扱を見直しました。主な内容は以下のとおりです。

既契約への対応
①既契約への保険法適用
　保険法は、原則として施行日以後に締結される保険契約に適用されますが、「保険契約者等の保護」や
「モラルリスク等の防止」などの趣旨に照らして、施行日前に締結された保険契約にも保険法の規律を及
ぼすのが適当と考えられる一部の規定については、遡及して適用されます。
　そのため、当社では、既にご加入いただいているご契約の約款の一部を保険法に対応した内容に変更
することを主目的とした「保険法施行にかかわる取扱特約条項」を創設し、契約日が2010年３月１日以
前のご契約に対し、2010年３月２日から適用しています。

②お客さまへのご案内
　「保険法施行にかかわる取扱特約条項」は、2009年11月より当社ホームページに掲載しています。ま
た、契約日が2010年３月１日以前の保険契約にご加入のお客さまには、2010年９月郵送予定の「ご契
約内容のお知らせ」に同封し、ご案内する予定です。
※なお、団体保険においても同様に保険法対応を実施しています。

１．保険法とは

２．当社の保険法対応の概要

保険法の趣旨・主な新設規定 約款・事務取扱改定の概要

保険契約者等
の保護

保険給付の履行期
（保険金等の支払期
限の明確化）

・保険金等のお支払いについては、従来同様、請求手続完了後、原則５営
業日以内にお支払いすることを約款に規定し、併せてお支払いに際し
て確認や調査が不可欠であり期限の延長が必要な場合には、その確認
方法に応じた支払期限を明確化しました。

契約当事者以外の者
による解除の効力等
（介入権）

・保険契約の差押債権者等（解除権者）が保険契約の解約請求を行った場
合でも、１か月以内に、一定の要件を満たす保険金等の受取人が、保
険契約者の同意を得て解除権者に解約返戻金相当額を支払い、当社に
通知することにより保険契約を存続させることができる制度（介入権）
を新設しました。

モラルリスク
等の防止

重大事由による解除

・保険契約者等が死亡保険金の取得を目的に被保険者を殺害しようとし
た等の重大事由を引き起こした場合、保険会社は保険契約を解除する
ことができます。

・当社では、開業（1996年）時より、約款に当該条項を規定しています
が、保険法の規定に沿った解除要件の一部修正を行いました。

　当社の個人保険では、2010年３月２日より全商品の保険約款に保険法に
よる改正内容を反映し、保険法の施行（2010年４月１日）に伴う商品改定を完
了しています。
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　当社は、「お客さまの声」を経営の原点とし、以下の行動指針・経営マネジ
メントのもと、常にお客さま、社会のニーズにお応えするべくさまざまな取
り組みを行っています。

業務運営指針７ヶ条
　当社は、お客さま本位の業務運営を徹底する
ため、－すべては「お客さまのありがとう」のた
めに－をモットーとした「業務運営指針７ヶ条」
を制定し、業務革新・経営改革に取り組んでい
ます。

職場環境改善10ヶ条
　当社は、「お客さまから一番信頼される最優の
会社」を目指して、日常、全社員が心がけるべき
マナーや態度などの具体行動をまとめ、「職場環
境改善10ヶ条」として制定し、職場環境の改善に
取り組んでいます。

お客さま満足度向上に向けた取り組み

お客さま・代理店の皆様にとって最優の会社作り会議
　当社は、上記業務運営指針を具現化し、お客さまから信頼され選ばれ続ける会社であるために、経営
トップを議長とした「お客さま・代理店の皆様にとって最優の会社作り会議」を開催しています。
　本会議は、以下の３点をテーマとし、論議による政策課題の洗い出し、トップダウンによる政策遂行、
工程管理の徹底を図ることで、さらなるお客さま満足度・利便性の向上、業務品質の向上に努め、お客
さまから選ばれる会社作りに真剣に取り組んでいます。

①お客さま・代理店・社員の声の収集と改善策の工程管理
②ご契約の継続向上策を中心とした業務品質の飛躍的向上
③お客さま・代理店の信頼を得る経営諸項目の実現　　　

業務運営指針７ヶ条

―すべては「お客さまのありがとう」のために―
１． 「お客さまの言葉」に耳を傾けることが、私たちの
仕事の始まりです

２ ．「お客さまの目線」で考えることが、私たちの仕事
の基本です

３ ．「お客さまの評価」こそが、私たちの仕事の物差し
です

４ ．「お客さまの期待」に応えることが、私たちの仕事
の責任です

５ ．「お客さまの満足」を得られることが、私たちの仕
事の目標です

６ ．「お客さまの感動」をお手伝いし共感することが、
私たちの仕事の喜びです

７ ．「お客さまのありがとう」のひと言が、私たちの仕
事の終わりです

私はあいおい生命の社員です私はあいおい生命の社員です

私たち役職員は、あいおい生命の一員であることを誇りに思い、

目指して、以下の10ケ条を守ります。

１．私はいつも、あいおい生命の一員であることを意識して、
清潔な身だしなみ、丁寧な言葉づかい、落ち着いたふるま
いをします。

２．私はいつも、明るく、さわやかに挨拶します。

３．私はいつも、はっきり、わかりやすく話します。

４．私はいつも、３コール以上鳴らさないよう率先して　　
電話を取ります。

５．私はいつも、職場を整理整頓し、クリーンな環境で　　　
仕事をします。

６．私はいつも、感謝の気持ちを忘れずに、お礼をはっきりと
言います。

７．私はいつも、平等の気持ちを忘れずに、誰とでも　　　　
同じように接します。

８．私はいつも、周りに気を配り、声をかけ、協力します。

９．私はいつも、自らコミュニケーションを図り、誰もが　　
意見を言え、相談しやすい職場にします。

10．私はいつも、自分の行動が会社や部署を代表している　  
ことを認識し、責任を持って最後まで対応します。

“お客さまから一番信頼される最優の会社”を
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　常に幅広く「お客さまの声」を収集し、さらなるお客さま満足度と利便性の向
上に取り組み、“お客さまから一番信頼される最優の会社”を目指します。

「お客さまの声」対応基本方針
　当社は、取締役会にて以下の基本方針を定め、「お客さまの声」への取り組みを行っています。

１ ．公平性・透明性・迅速性に配慮し、常にお客さまの立場に立ち、誠意をもって問題解決に取り組み
ます。

２ ．「お客さまの声」のうち、苦情は、より重要なものと位置付け、お客さまの不満足を解消するまで改善
に努めます。

３．「お客さまの声」は、当社所定の方式に従い全件記録・保存するとともに、一元的に集約・管理します。
４ ．「お客さまの声」の受付・対応状況を定期的に検証するとともに、内容・発生原因の分析に基づき必
要な改善策・再発防止策を講じ、経営改善・業務改善に反映させることにより、経営品質・業務品質
の継続的な向上に繋げていきます。

５ ．「お客さまの声」に関する集約結果、対応状況および改善反映状況については、適時・適切に公表し
ます。

「お客さまの声」とは
　当社では、「お客さまの声」の定義を以下のように定めています。

１ ．「お客さまの声」とは、当社および業務委託先であるあいおい損保（10月よりあいおいニッセイ同和
損保）の「お客さま対応窓口」で受け付けたお客さまからの苦情・要望・提言等をいい、感謝・御礼は
含みません。なお、電話、文書、来社、ＦＡＸ、インターネット等の手段・ルートは問いません。また、
代理店・扱者が受け付けたものも含めます。

２．「お客さまの声」のうち、「苦情」とは、不満足の表明があったものすべてをいいます。
３ ．「お客さま」とは、契約者、被保険者、受取人、一般消費者および、契約者等の代弁者である代理店・
扱者を含めます。

お客さま対応窓口とは
　お客さま対応窓口とは、当社の本社各部署、営業部・支社、およびあいおい損保（10月よりあいおい
ニッセイ同和損保）本社各部署、業務部、営業部支店・課支社・営業所、損害サービス部・サービスセン
ター・サービスオフィス、カスタマーサービスセンター等の拠点をいいます。また、以下の専用窓口を
設置し、「お客さまの声」を受け付けています。

「お客さまの声」の受付から改善までの流れ
　当社では、「お客さまの声」を集約のうえ、お客さま満足度の向上に向けた業務改善に取り組んでいま
す。

＜お電話での受付＞ 
お客様サービスセンター
フリーダイヤル：0120－568－390
受付時間：平日　午前９時～午後６時

＜ネットでの受付＞
当社ホームページ「お問合せ」サイト
「

▲

各種お問合せ」または「 よくあるご
質問」⇒「

▲

インターネットでのお問合せ」
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「お客さまの声」を把握する取り組みの実施結果
　「お客さまの声」を把握し、貴重なご意見・ご要望・苦情等に基づき、保険商品・サービスの提供や業
務運営の改善などに活かすために、2009年度においては以下の取り組みを行いました。

(＊)

改善報告

改善指示

お 客 さ ま
ご意見・ご要望・苦情 ご連絡・ご報告など

お客様サービス部

「お客さまの声」報告

月例報告

定期的に報告

検証

本店
各部

業務改善
・

お客さま
サービス
の向上
・

商品の
開発

お客様相談センター 営業部・支社

取締役会

お客様サービスセンター

お客様サービス委員会

（＊）当社の本社各部署、営業部・支社、およびあいおい損保（10月よりあいおいニッセイ同和損保）本社各部署、業務部、営業部支店、課支
　　　社・営業所、損害サービス部・サービスセンター・サービスオフィス、カスタマーサービスセンター等の拠点で受け付けています。

１ ．専用窓口「お客様サービスセンター」
「お客様相談センター」での受け付け

　お客さまから直接電話にて受け付ける専用窓
口としてお客様サービス部内に設置した「お客様
サービスセンター」「お客様相談センター」にて、
お客さまからの声をいただきました。

２ ．営業店等に寄せられたご意見・ご要
望の収集

　代理店および営業店に寄せられたご意見・ご
要望については、受付営業店にて「お客さまの声
システム」に入力し、お客様サービス部にて一元
管理を行っています。

お申し出ルート 人　数

専用窓口を利用された契約者等 460人

お申し出ルート 人　数

代理店・営業店へご意見等の
申し出のあった契約者等　　

222人

３．ホームページでの受付

　当社ホームページの「お問い合わせ」にて、お
客さまからの声を受け付けています。

４． 「CS向上提言BOX」を活用した改善
取り組み

　「お客さまの視点」での業務品質向上を図るた
め、「社員の声」をもとに業務改善をし続けるし
くみを構築しています。
　当社社員が日常の業務活動の中で気付いたこ
と、疑問に思ったことを「お客さまの利便性・満
足度向上に向けた提案・提言」として投稿し、本
社の担当部署が改善策を検討して回答するしく
みで、2007年10月から開設しています。

2009年度　提案数　92　件、
うち改善済みまたは改善予定　25　件

５．各種アンケートの実施

　年１回すべてのご契約者にお届けする「ご契約
内容のお知らせ」にお客さまアンケートを同封
し、お客さまの当社に対する満足度やご意見・
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「ご契約内容のお知らせ」お客さまアンケート

ご満足の声の一例 ご不満・ご意見・ご要望の一例

Q.当社の保険に加入してご満足いただいていますか？

アンケートのフリー欄にご記入いただいたご意見

とても満足
17.5%

概ね満足
70.9%

あまり満足
していない
7.9% とても不満足

0.7%

無回答・無効
3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2009年
ご契約内容
のお知らせ

アンケート集計結果　＜抜粋＞

○このたびの「お知らせ」で保険に入っているのを再認識し
ました。忘れていたので良かったと思いました。

○一度保険の請求をさせていただいた際、スムーズに手続き
が出来たので、それ以降安心して加入している。

○保険の内容が、今の自分のニーズに合っているので、おお
むね満足しています。

○Webサービスで契約内容が見れたり、保険金・給付金等
の請求手続きや変更手続きができるのはとてもよいことだ
と思います。

○複数契約がある場合、住所変更の手続きは、１回で完了
するしくみを作ってほしい。

【対応状況】
　当社、お客様サービスセンター（フリーダイヤル
0120-568-390）では、複数のご契約も１回のお電話で
お手続き完了となります。また、2009 年９月より、
当社HP「お客様専用Web サービス」ではメニューを
拡大し、複数契約の住所変更も、１回の入力で手続き
が完了できるようになりました。（ただし、登録住所
・氏名の表記が同一となっていることが必要です。）

評価をお伺いしております。
 （ご回答者数：10,063名（2009年９月実施時））
　これに加え、お客さまのニーズを多面的かつ

ご契約お申込時 各種お手続時 保険金等のご請求・お支払時

対象者
新規契約お申し込みのご契約
者（団体保険等一部を除きま
す）

ご契約内容に関する各種お手
続きを行ったご契約者

保険金・給付金のご請求者
（お受取人）

実施方法

新規契約の保険証券のご郵送
時にアンケート用紙を同封し
ます

各種お手続きを行ったご契約
者の中から、無作為抽出によ
りアンケート用紙をご郵送し
ます（年２回実施）

当社本店よりご郵送する保険
金・給付金請求書類にアン
ケート用紙を同封します

ご回答者数
9,319名
（2009年４月～
 2010年３月受付分）

1,014名
（2009年７月、
 2010年２月実施）

903名
（2009年４月～
 2010年３月受付分）

一層的確に捉えるため、「ご契約お申込時」「各種
お手続時」「保険金等のご請求・お支払時」にお
いてアンケートを実施しております。
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Q.当社の保険に加入してご満足いただいていますか？
（「ご契約お申込時」は、Ｑ．お申込手続き全般についてご満足いただいていますでしょうか？）

ご満足の声の一例

「ご契約お申込時」アンケート

「各種お手続時」アンケート

「保険金等のご請求・お支払時」アンケート

ご満足の声の一例

アンケートのフリー欄にご記入いただいたご意見

ご満足の声の一例

「お申込時」・「お手続時」・「お支払時」お客さまアンケート

ご不満・ご意見・ご要望の一例

とても満足
26.0%

とても満足
19.4%

とても満足
31.4%

満足
68.5%

満足
68.6%

満足
60.1%

不満足
3.5%

不満足
3.6%

不満足
3.4%

とても不満足
0.5%

無回答
1.5%

とても不満足
0.5%

無回答
7.9%

とても不満足
0.9%

無回答
4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

各種
お手続時

ご契約
お申込時

保険金等
のご請求・
お支払時

ご不満・ご意見・ご要望の一例

○申込書を記入する際、どこに何を書けばよいのかとてもわ
かりやすかったです。保険証券が届くのも早く、文字も見
やすいのでとても満足しています。

○保険証券が分かりやすい説明とともに届いたので、この保
険に入って良かったと思いました。

○住所変更や生命保険料控除証明書の再発行がホームページ
を通じて手続きできたことはとても便利であった。

○記入する場所にふせんが付いていた為、簡単に手続きが出
来ました。とても便利です。

○オペレーターの方がとても丁寧な言葉使いで、説明もわか
りやすくスムーズに手続きが出来ました。

○二度電話をかけたが、最初に対応した人がずっと受け持っ
てくれると同じ説明をしなくて済んだと思う。

【対応状況】
　お客様サービスセンターの電話受付システムで、過去
の入電履歴を画面で確認できるように改善しましたので、
最初に対応した以外の担当者が電話に出ても、前回のお
申出内容等が把握できスムーズな対応を行えるようにし
ました。

ご不満・ご意見・ご要望の一例

○告知書の記入方法が複雑でよく分からない。

【対応状況】
　保険法への対応（2010年３月）にあわせ、告知書の詳
細記入欄を質問別に分割し、サポート資料に病名毎の記
入ポイントをわかりやすく掲載しました。

○手続き書類の到着の早さ・内容のわかりやすさに加え、給
付金の送金もスピーディーで感謝しています。

○初めての給付金請求だったのですが、とても親切にして頂
き、入院の不安などもあったのですが、スムーズに手続き
が出来ました。ありがとうございました。

○女性の場合、保険のことは女性担当者に対応してもらいた
いことがあります。

【対応状況】
　当社では、女性特有のご病気による給付金のご請求時
や、女性向け商品のお問い合わせ等、女性オペレーター
が応対するフリーダイヤルをご用意しております。フリー
ダイヤル 0120-021-101です。ぜひご利用ください。
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お客さまからの各種お申し出の状況（件数・割合）
　昨年度のお客さまの声（苦情・要望・提言等）の他、ご照会やご相談も含めたお客さまの主なお申し出
の件数・割合は以下のとおりです。

当社に寄せられた苦情件数、主な苦情の事例

「お客さまの声」の改善状況

保全関係　　解約等の各種手続きの際の必要書類を簡略化し、お客さまの利便性を向上

お客さまの声 ：解約に際し保険証券を紛失していると、印鑑証明書が必要なのは面倒だ。
対 応 状 況 ： ご契約内容の変更手続き時にお客さまからご提出いただく書類に関する規定を見直し、

お客さまの利便性の向上を図りました。
　　　　　　　 解約時に保険証券を紛失されていても、一定の条件を満たせば公的証明書（運転免許証、

パスポート、健康証明証、年金手帳等）のコピーを提出いただくことで、印鑑証明書は不
要といたしました。

保全関係　　ホームページでできる契約内容照会や各種お手続きを拡充し、お客さまの利用性を向上

お客さまの声 ：①いつでも思い立ったときに、契約内容の照会ができるようにしてほしい。
　　　　　　　② 自分の都合のよいタイミングで待たされることなくカンタンに手続きができるように

してほしい。
対 応 状 況 ： ホームページで『お客さま専用Webサービス』をスタートいたしました。「ご契約内容の

照会」、「契約者貸付のご利用可能額の照会」、「各種お手続（住所変更、改姓・改名、受取
人変更、証券再発行、保険料振替口座変更）」、「給付金のご請求手続き」などが、休日も含
めご利用いただけるように改善しました。

　　　　　　　 生命保険料控除証明書をお急ぎのお客さまは、ご自宅のパソコンで作成いただけるよう
に改善しました。

（2009年４月～ 2010年３月）
主なご相談（照会・苦情）の内容 件　数 構成比

解約・貸付・住所変更・名義変更等手続依頼・照会 85,881 71.1%
保険料の払方・口座変更、控除証明再発行 22,431 18.5%
保険金・給付金の請求・照会 5,029 4.2%
その他 4,017 3.3%
保険商品の内容・資料請求 2,763 2.3%
お客さまの声（苦情・要望・提言等） 682 0.6%

合　　　　　　計 120,803 100%

（2009年４月～ 2010年３月）

苦情件数 苦情の内訳（割合）
（当該項目件数／苦情件数） 苦情の主な事例

682件

新 契 約 関 係 38.1% ・契約内容の説明が不十分なことに関するご不満
・契約条件や診査に関するご不満

収 納 関 係 11.4% ・口座振替や集金に関するご不満
・自動振替貸付に関するご不満

保 全 関 係 32.4% ・解約手続きに関するご不満
・契約内容の変更に関するご不満

保 険 金 関 係 8.4% ・給付金請求手続きに関するご不満
・給付金をお支払いできないことに関するご不満

そ の 他 9.7% ・社員・代理店の態度・マナーに関するご不満
・契約後のアフターフォローに関するご不満

※上記の件数には、要望・提言等を含みます。
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当社の勧誘方針

　「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当社の勧誘方針を次のとお
り定め、適正な保険商品の販売活動に努めてまいります。

● 保険商品等の販売に際しましては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法および
その他各種法令等を遵守し、適正な販売を心がけます。

● お客様の保険商品に関する知識、加入目的、財産状況等を総合的に勘案し、お客様の意向と実情に沿っ
た適切な保険商品等のご案内に努めてまいります。

● 市場リスクをともなう投資性商品（外貨建個人年金保険等）につきましては、お客様の投資経験、投資
目的、資力等を勘案し、商品やリスクの内容等の適切な説明に努めます。

● ご説明に際しましては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」等により、内容を正しく
ご理解いただけるようわかりやすい説明を心がけます。

● 保険事故が発生した場合の保険金等のお支払い手続きに際しましては、迅速かつ的確に処理するよう
努めてまいります。

● お客様のご契約にかかわる情報につきましては、当社「個人情報保護の取扱いに関する方針」に則り、
適正に取扱うとともに、個人情報の保護に努めます。

● お客様からのご照会等につきましては真摯に承り、親切・丁寧に対応するとともに、ご意見等につき
ましては今後の販売方法等の改善に活かしてまいります。
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生命保険契約者保護機構について

　当社は、「生命保険契約者保護機構」（以下、「保
護機構」といいます。）に加入しています。保護機
構の概要は、以下のとおりです。
○ 保護機構は、保険業法に基づき設立された法
人であり、保護機構の会員である生命保険会
社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険
契約者等のための相互援助制度として、当該
破綻保険会社に係る保険契約の移転等におけ
る資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契
約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資
金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等
により、保険契約者等の保護を図り、もって生
命保険業に対する信頼性を維持することを目
的としています。

○ 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約
していた破綻保険会社と同様の条件で新たに
加入することが困難になることもあるため、
保険会社が破綻した場合には、保護機構が保
険契約の移転等に際して資金援助等の支援を
行い、加入している保険契約の継続を図るこ
とにしています。

○ 保険契約の移転等における補償対象契約は、
運用実績連動型保険契約の特定特別勘定（※
１）に係る部分を除いた国内における元受保険
契約で、その補償限度は、高予定利率契約（※
２）を除き、責任準備金等（※３）の90％とす
ることが、保険業法等で定められています（保
険金・年金等の90％が補償されるものではあ
りません。（※４））。

○ なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金
等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・
安全に維持するために、契約条件の算定基礎
となる基礎率（予定利率、予定死亡率、予定事
業費率等）の変更が行われる可能性があり、こ
れに伴い、保険金額・年金額等が減少するこ
とがあります。あわせて、早期解約控除制度
（保険集団を維持し、保険契約の継続を図るた
めに、通常の解約控除とは別に、一定期間特別
な解約控除を行う制度）が設けられる可能性も
あります。

※ 1　特別勘定を設置しなければならない保険
契約のうち最低保証（最低死亡保険金保証、最
低年金原資保証等）のない保険契約に係る特別

勘定を指します。更生手続きにおいては、当
該部分についての責任準備金を削減しない更
生計画を作成することが可能です（実際に削減
しないか否かは、個別の更生手続の中で確定
することとなります）。
※ ２　破綻時に過去５年間で常に予定利率が基
準利率（注１）を超えていた契約を指します（注
２）。当該契約については、責任準備金等の補
償限度が以下のとおりとなります。ただし、
破綻会社に対して資金援助がなかった場合の
弁済率が下限となります。
　 高予定利率契約の補償率＝90％－〔（過去５年
間における各年の予定利率－基準利率）の総和
÷２〕
　（注１） 基準利率は、各生命保険会社の過去５

年間の平均運用利回りを基準に、金融
庁長官および財務大臣が定めることと
なっております。現在の基準利率につ
いては、当社又は保護機構のホームペー
ジで確認できます。

　（注２） 一つの保険契約において、主契約・特
約の予定利率が異なる場合、主契約・
特約を予定利率が異なるごとに独立し
た保険契約とみなして、高予定利率契
約に該当するか否かを判断することに
なります。

　　　　 　また、企業保険等において被保険者
が保険料を拠出している場合で被保険
者毎に予定利率が異なる場合には、被
保険者毎に独立の保険契約が締結され
ているものとみなして高予定利率契約
に該当するか否かの判断をすることに
なります。ただし、確定拠出年金保険
契約については、被保険者が保険料を
拠出しているか否かにかかわらず、被
保険者毎に高予定利率契約に該当する
か否かを判断することになります。

※ ３　責任準備金等とは、将来の保険金・年金・
給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを
財源として積立てている準備金等をいいます。
※ ４　個人変額年金保険に付されている年金原
資保証額等についても、その90％が補償され
るものではありません。
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　（注１） 上記の「財政措置」は、2012年３月末ま
でに生命保険会社が破綻した場合に対
応する措置で、会員保険会社の拠出に
よる負担金だけで資金援助等の対応が
できない場合に、国会審議を経て補助
金が認められた際に行われるものです。

　（注２） 破綻処理中の保険事故に基づく補償対
象契約の保険金等の支払い、保護機構
が補償対象契約に係る保険金請求権等
を買い取ることを指します。この場合
における支払率および買取率について
は、責任準備金等の補償限度と同率と
なります。（高予定利率契約については、
※２に記載の率となります。）

◇ 補償対象契約の範囲、補償対象契約の補償限
度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に
基づいたものであり、今後、法令の改正により
変更される可能性があります。

保護機構のパンフレットもご用意しています

●救済保険会社が現れた場合

破綻保険会社 会員保険会社
保 護 機 構

補償対象保険金支払に
係る資金援助

保険金等の支払

保険金請求権等の買取り（注2）

負担金の拠出

民間金融機関等
資金貸出

国救済保険会社保険契約者等
財政措置（注1）

資金援助補償対象保険金の
支払（注2）

保険契約の全部・一部の移転

合併、株式取得

●救済保険会社が現れない場合

会員保険会社
保 護 機 構

承継保険会社

補償対象保険金支払に
係る資金援助

保険金等の支払

保険金請求権等の買取り（注2）

保険契約の引受け

保険契約の承継

負担金の拠出

民間金融機関等
資金貸出

国保険契約者等
財政措置（注1）

補償対象保険金の
支払（注2）

破綻保険会社

・ 生命保険会社が破綻した場合の保険契約
の取り扱いに関するお問い合わせ先

【生命保険契約者保護機構】
　TEL 03-3286-2820
　「月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　午前９時～正午、午後１時～午後５時」
　　ホームページアドレス
　　 http://www.seihohogo.jp/

【仕組みの概略図】
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ご提案から成立までの具体的な取り組み

ご契約時のご案内

商品内容・契約内容を正しくご理解していただくための取り組み
　当社では、ご提案している商品内容・契約内
容を正しくご理解していただくために、パンフ
レットによる商品説明、契約概要による契約内
容の説明および注意喚起情報による契約上の注
意事項の説明を徹底しています。
　さらに、保険契約のお申し込みの際には、意向
確認書によるお客さまニーズの最終確認を行い、

十分ご納得していただいた上で、生命保険にご
加入していただけるよう取り組んでいます。
　また、当社は、生命保険に関するさまざまな情
報を分かりやすく提供することで、お客さまに
とって最適な保険選びのお手伝いをしています。
　ご提案から成立までの具体的な取り組みは次
のとおりとなります。

１．パンフレット

　保険商品のポイントや保障内容などについて
図を多用して、極力分かりやすく記載していま
す。
　また、ご契約にあたってご注意いただきたい
点について目立つように記載しています。

　【保険種類のご案内】
　保険商品をお選びいただく際の参考として、
保険種類の概略を保障の目的別に分類し、特長、
しくみ、ご契約例などをご案内しています。

２．契約概要

　保険商品の内容をご理解いただくために必要
な情報（商品の仕組み、保障の内容、付加できる
特約、不利益事項）を記載した「契約概要」をお渡
しして、ご説明しています。

３．注意喚起情報

　お申し込みをいただくにあたって、特に重要
な事項（お客さまに注意喚起すべき事項）を記載
した「注意喚起情報」をお渡しして、ご説明して
います。

【保険種類のご案内】
保険商品をお選びいただく際の参考として、

保険種類の概略を保障の目的別に分類し、特長、
しくみ、ご契約例などをご案内しています。
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４．ご契約のしおり・約款

　ご契約にあたって、ご理解いただきたい事項
を、分かりやすくまとめた「ご契約のしおり」と、
ご契約から消滅までの取り決めをご説明する「約
款」部分に分けて記載した「ご契約のしおり・約
款」をお渡ししています。なお、冊子サイズをＡ
４版として、見やすくしています。

５．意向確認書

　お客さまのニーズとお申し込みいただく保険
商品の内容が合致しているかを最終確認してい
ただくための書面です。申込書をご記入いただ
く前に、必ずご確認していただきます。

６．告知書＆告知サポート資料

　告知書＆告知サポート資料を用いて告知に対
する重要事項の説明を行い、被保険者にお渡し
しています。
　（注）告知書および告知サポート資料は診査区
分によって帳票が異なります。

７ ．「保険証券」「保険証券等ご確認のお
願い」「保険証券の見方」

　保険証券の記載内容がお申し込みいただいた
内容と相違ないことのご確認をお願いする資料
および保険証券の表示内容を分かりやすくご説
明した資料を、保険証券と一緒にお送りしてい
ます。
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個人のお客さまへ

商品ラインアップ

●死亡・老後・医療の三大保障をセットで準備 ●必要な期間の保障準備に
プレミアムＷ
「低解約返戻金特則付積立利率変動型終身保険（無配当）」

ジャストワンＷ
「新収入保障保険（無配当）」

●女性のための保障準備に ●一生涯の保障準備に
ルナメディカル
「低解約返戻金特則付積立利率変動型終身保険（無配当）」 積立利率変動型終身保険（無配当）

●計画的な老後資金準備に ●保障と必要資金準備に
無選択加入特則付積立利率変動型個人年金保険（無配当） ５年ごと利差配当付　養老保険

●お子さまの教育資金の準備に ●病気やケガの備えに
５年ごと利差配当付　こども保険 医療保険（無配当）

ご紹介している商品の他にも、さまざまな商品をとりそろえておりますので、くわしくは担当の代理店・扱者にお問い合わせください。ご紹介している商品の他にも、さまざまな商品をとりそろえておりますので、くわしくは担当の代理店・扱者にお問い合わせください。

　将来の金利変動にも対応できる「積立利率変動型終身保険」を中心とした多彩な商品ラインアップを取
り揃えています。
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法人のお客さまへ

●経営者に万一のことがあったときの事業継続資金準備

オーナーズＷ
「新収入保障保険（無配当）」

経営者向け保障プラン
「解約返戻金なし型定期保険（無配当）」

●経営者・役員に万一のことがあったときの事業継続資金準備と勇退時退職金の準備

逓増定期保険
「逓増定期保険Ⅲ型（無配当）」

経営者向け退職金準備プラン
「低解約返戻金型定期保険（無配当）」

●従業員の退職金準備 ●従業員の死亡退職金・弔慰金準備

従業員向け退職金準備プラン
「養老保険（無配当）」

総合福祉団体定期保険
無配当総合福祉団体定期保険

　法人のお客さまのさまざまなニーズに幅広くお応えできる多彩な商品プランを取り揃えております。
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　お客さまが、生命保険商品の内容や制度につ
いてご存知ないために、不利益を被るような条
項は、不利益条項（デメリット情報）と呼ばれて
います。
　契約時に「パンフレット」「契約概要」「注意喚
起情報」「ご契約のしおり・約款」などで説明を
徹底しています。
　不利益条項の主なものは、以下のとおりです。

○クーリングオフ制度（お申し込みの撤回）
　ご契約の申込日または「注意喚起情報」の交付
日のいずれか遅い日（ただし起算日は注意喚起情
報に定めた日）から、その日を含めて８日以内で
あれば、申込者または契約者は書面によりご契
約のお申し込みを撤回することができます。こ
の場合には、払込みいただいた金額をお返しい
たします。
　なお、次の場合には、お申し込みを撤回するこ
とができません。
　・当社が指定する医師の診査が終了したとき
　・債務履行の担保のための契約であるとき
　・ 既契約の内容変更（保険金額の増額、特約の

中途付加など）のとき
　・法人を契約者とする契約であるとき

○告知義務と告知義務違反
　生命保険を契約または復活・復旧する場合な
ど、被保険者ご本人が、現在の健康状態や職業、
過去の傷病歴など当社所定の書面（「告知書」）で
お尋ねすることについて、ありのままをお知ら
せいただくことになっています。これを「告知義
務」といいます。
　その際に事実が告げられなかったときは、「告知
義務違反」として契約または特約が解除されるこ
とがあります。契約または特約が解除された場合
には、たとえ支払事由が発生していても、原則、保
険金や給付金をお支払いすることができません。
　告知義務違反の事例は当社ホームページに掲
載しています。

○保険金･給付金の支払免責
　保険金･給付金などの支払事由が生じても、保
険金･給付金などをお支払いできない場合があり
ます。
　例えば、死亡保険金の場合は、

　㋐ 契約の責任開始日（または復活日・復旧日）
から起算して３年以内（注）の被保険者の自
殺によるとき

　㋑ 契約者または死亡保険金受取人が故意に被
保険者を死亡させたとき

　㋒ 戦争その他の変乱によるとき
　上記のいずれかに該当するときは、死亡保険
金はお支払いできません。
　ただし、㋒については、保険の計算の基礎に及
ぼす影響が少ないときは、その程度に応じて保
険金を削減してお支払いしたり、または全額お
支払いすることがあります。災害保険金や諸給
付金についても、同様にお支払いできない場合
がそれぞれの約款に記載されています。
　保険金･給付金をお支払いできない代表的な事
例は当社ホームページに掲載しています。
　（注 ) 契約日が平成19年４月２日以降の契約の場合
　　 ※ 被保険者の自殺により死亡保険金をお支払

いできない責任開始日（または復活日･復旧
日）からの期間は、契約日により異なります。

○契約の失効
　保険料のお払い込みがないまま、払込猶予期
間（注）を過ぎ、保険料の自動振替貸付制度（一時
的に保険料払込の都合がつかない場合でも、解
約返戻金の範囲内であれば、あらかじめ契約者
から別段のお申し出がない限り、当社が保険料
をお立て替えする制度）が適用できない場合には
保険の効力がなくなります。
　契約が失効した後にお支払い事由が発生した
場合には保険金や給付金をお支払いすることが
できません。
　（注)「払込猶予期間」
　　 月払の場合…払込期月の翌月末まで
　　  年払・半年払の場合…払込期月の翌々月の月

単位の契約応当日まで
　　 ※ 積立利率変動型終身保険は年払・半年払の

場合も払込期月の翌月末までとなります。

○解約返戻金
　生命保険では、お払い込みいただいた保険料
のうち、一部は死亡保険金などのお支払いに、ま
た一部は契約を管理するための費用等にあてら
れています。したがって中途で解約されますと、
解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額に
比べて少なく、特に契約後短期間の解約の場合
は、解約返戻金がまったくない場合もあります。

商品に関する情報提供
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ご契約後のサービス・情報提供

お客さまのご相談窓口・対応の充実
　当社では、本社に「お客様サービスセンター」
を設置し、ご契約者の皆様からの生命保険に関
するさまざまなご相談やお申し出にお応えして
います。
　また、全国の営業部・支社のほか、業務委託を
行っているあいおい損保（10月よりあいおい
ニッセイ同和損保）の営業拠点のオンライン端
末、および代理店の営業支援システムにより、お
客さまのご契約内容についてのご照会やご相談
に、迅速・適切にお応えできるよう体制を整備
しています。

「レディース・サポートサービス」の提供
　当社では、女性のご契約者・被保険者ならび
に当社商品の加入をご検討されている女性のお
客さまに対して、女性向け商品の内容・給付金
のご請求についてのご相談サービスを、女性医
療特約および無解約返戻金女性総合医療特約に
ご加入のご契約者・被保険者に対して、女性看
護師または女性医師による健康・医療について
のご相談・病院情報のご案内サービスを実施し

ています。

ご契約内容変更など各種
お手続きサービスの充実
　当社では、ご契約内容の変更手続きについて、
よりスムーズに、よりスピーディーに対応する
ため、お電話で受け付けする「変更手続ダイレク
トサービス」を実施しています。ご契約者様か
ら、お客様サービスセンターのフリーダイヤル
にお電話をいただきますと、直接、手続きの処理
や書類の発送などを行います。
　また、一部の変更手続きにつきましては、ホー
ムページで受け付けする「お客さま専用Web
サービス」を実施し、「ご契約内容の照会」、「契約
者貸付のご利用可能額の照会」、「各種お手続（住
所変更、改姓・改名、受取人変更、証券再発行、
保険料振替口座変更）」、「給付金のご請求手続き」
などが、休日も含めご利用いただけます。

ご契約内容に関する情報提供
　生命保険契約は、保険期間が長期にわたるた
め、当社では、下記のようなご案内をお送りする
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ことで、ご契約者の皆様への情報提供に努めて
おります。

○総合的なご案内
・ご契約内容のお知らせ
　毎年１回、すべてのご契約者様あてに、ご加入
のご契約内容についてご案内をお届けしておりま
す。内容のご確認や保障の見直しにお役立ていた
だくほか、添付の「変更連絡カード」にて、住所
変更などの変更手続きも承っております。

○保険料のお払込みに関するご案内
・口座振替開始のご案内
・生命保険料再請求のお知らせ
・保険料お立替のご案内
・保険契約失効のご案内
○保険期間満了に関するご案内
・更新のご案内
・保険期間満了のお知らせ
○ 期日到来に伴いお受け取りいただく保険金・
給付金・年金等のお手続きに関するご案内
・満期に伴う返戻金のご案内
・祝金のご案内
・生存給付金のご案内
・年金支払のご案内
○ 保険金・給付金のご請求や契約内容変更など
各種お手続きの完了に関するご案内
・生命保険承認書
・お支払のご案内
・年金お支払のご案内
○その他
・生命保険料控除証明書
・配当金のお知らせ
・増額保険金額についてのお知らせ

ディスクロージャー誌等による情報提供
○あいおい生命の現状（ディスクロージャー誌）
　保険業法第111条に基づいて経営内容に関す
るディスクロージャー誌『あいおい生命の現状』

・ご契約内容のお知らせ
　毎年１回、すべてのご契約者様あてに、ご加入
のご契約内容についてご案内をお届けしておりま
す。内容のご確認や保障の見直しにお役立ていた
だくほか、添付の「変更連絡カード」にて、住所
変更などの変更手続きも承っております。

・口座振替開始のご案内
・生命保険料再請求のお知らせ
・保険料お立替のご案内
・保険契約失効のご案内

・更新のご案内
・保険期間満了のお知らせ

・満期に伴う返戻金のご案内
・祝金のご案内
・生存給付金のご案内
・年金支払のご案内

・生命保険承認書
・お支払のご案内
・年金お支払のご案内

・生命保険料控除証明書
・配当金のお知らせ
・増額保険金額についてのお知らせ

（ご覧いただいている本
誌）を年１回作成してい
ます。
　ディスクロージャー
誌はお客さまにご覧い
ただくことができるよ
うに本店、営業部・支社、
あいおい損保（10月より
あいおいニッセイ同和
損保）の各営業拠点ならびに主要な代理店に常時
備え置きしており、また関係機関へも配付して
います。
　さらに、これらの情報は当社ホームページに
も掲載し、ダウンロードしてご覧いただけます。

○ あいおい生命のご案内（ミニ・インフォメー
ションブック）

　当社の情報開示のための簡易冊子として、「業
績推移・決算概要」等の情報を掲載した『あいお
い生命のご案内』を作成しています。
　本冊子はご契約いただいているお客さまに当
社を一層ご理解いただくために、ご契約内容を
ご案内する『ご契約内容のお知らせ』とともに年
１回送付しています。また、日常の営業活動の
中で、当社の案内としてお客さまに配付してい
ます。

ホームページによる情報提供
　当社は、ホームページを通じて、事業概況・財
務状況など経営内容に関する情報開示、商品・
サービス・各種お手続きに関する情報提供を
行っています。経営全般にわたるトピックスに
ついては「ニュースリリース」「お知らせ」欄に掲
載して、タイムリーに発信しています。
　また、当社のお客様サービスセンターなどに
お問い合わせが多い項目については、Ｑ＆Ａ形
式で最新情報を掲載しています。
　なお、商品の「資料請求」「見積・訪問説明」「保
険診断・相談」受付、住所変更等ご契約に関する
諸変更手続きやご契約内容の確認等のほか、お
問い合わせの受け付けも行っており、お客さま
の利便性向上に努めています。
＊ホームページアドレスはhttp://www.ioi-life.co.jp
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保険金支払体制とお支払い状況

漏れなく保険金・給付金をご請求いただくために
　お支払いできる具体例、お支払いできない具体例や、代表的な給付金のお支払い内容を記載したリー
フレットの提供や、記入しやすい診断書様式への改訂など、漏れなく保険金・給付金をご請求いただく
ための取り組みを行っています。今後とも、わかりやすさを追求し、漏れのないご請求をいただくため、
請求書類の見直し・改善を行ってまいります。

○保険金・給付金のご請求手続方法

○漏れなくご請求いただくための留意点、お支払いできない場合など
　ご請求が漏れやすいケースをご確認いただくためのチェックシートや、お支払いできる場合、お支払
いできない場合の具体例などを掲載したリーフレット「保険金・給付金のご請求について」を作成し、「ご
契約内容のお知らせ」に同封してすべてのお客さまに送付しています。また、当社ホームページにも同
様の内容を掲載しています。

1

3

2

4

5

お手元に保険証券をご用意いただき、
お客様サービスセンター（0120-568-390）または当社
ホームページ（http://www.ioi-life.co.jp）にて

保険請求についてお申し出ください。

保険金・給付金のご請求に必要な書類を
お届けいたします。

所定の書類に必要事項をご記入いただくとともに
診断書などをご準備いただき、当社へご提出ください。

当社にてご提出いただいた書類の内容を
拝見いたします。

ご契約の約款の内容にしたがい、
保険金・給付金をお支払いいたします。

お支払いにあたっては、
ご指定の口座へ送金させていただくとともに、

お支払いのご案内（お支払い内容の明細）を郵送いたします。
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保険金・給付金を確実にお支払
いするための態勢

　保険金・給付金・各種返戻金等（以下「保険金
等」といいます。）のお支払業務は、保険会社の根
幹を成す機能であるとの認識のもと、社外弁護
士を交えた保険金等支払管理委員会の設置によ
る審議・検証態勢を整備し、お客さまからのお
申し出に対する紛争解決・再査定態勢の構築等、
適切な保険金等支払管理態勢の整備・強化に努
めてまいりましたが、今後とも不断の改善に努
めるとともに、苦情・ご要望等のお客さまの声
を収集し、業務改善・経営改善に反映させる仕
組みを継続強化してまいります。

(1 ) 保険金等支払管理部門の態勢・機
能強化

①保険金等支払管理部門における点検態勢の強化
　2005年９月より、チェックポイントを明確に
した支払い漏れチェックシートを作成、活用し
て支払い漏れチェックを強化しています。また、
チェックした内容をもとに具体事例による勉強
会を行い、支払査定担当者の知識・スキルアッ
プならびに支払い漏れ・請求勧奨漏れ防止に対
する意識強化を図っております。
　なお、2006年１月より、支払い漏れを起こし
やすい特約付加のある給付金支払事案は、翌月リ
ストとして出力し、事後点検を実施しています。
　また、2009年４月に支払部門の組織・要員体
制を強化し、支払査定担当者と別の総合職社員
がチェックを行った上で、決裁者が最終点検・
支払決裁を行った後、さらに、お客さまへの保険
金等の着金前に最終の支払い漏れチェックを行
うトリプルチェック態勢を構築するとともに、
支払い漏れチェックシートに、診断書経過欄や
調査報告書記載の手術をはじめとする見落とし
やすいポイントや請求勧奨の視点を追加し、一
層の点検強化に取り組んでいます。

② 保険事故連絡・保険金請求受付段階での請求
勧奨の強化

　お客様サービスセンターの受付者が使用する
トークスクリプトを請求勧奨の強化に向けた内

容に改訂し、また定例勉強会や朝礼等で、保険事
故連絡を受け付けた際に、お客さまの了解を得
ることを前提として傷病名等を確認することが、
支払い漏れや請求勧奨漏れを防止することにつ
ながる重要な業務であることを繰り返し徹底し、
認識の統一を図っています。
　また、2008年５月下旬よりコールセンター着
信システムを導入し、保険事故連絡の場合には、
スキルの高い受付者に着信させて対応し、2009
年３月には事故受付時に受付者が確認すべき項
目を表示する機能を搭載した次期保全システム
をリリースし、より正確で丁寧な確認が行える
ようにしました。
　さらに、お客様サービスセンターで受け付し
た事故連絡内容に基づき、保険金サービス部保
険金サービスグループが、複数契約の有無につ
いてシステムによる名寄せ確認を行い、他の契
約を含めて請求手続きに必要な書類を送付して
います。
　また2008年9月に保険金・給付金等のご請求
に際し、当社所定の診断書をご提出いただいた
にもかかわらず、保険金・給付金等がお支払い
できなかった場合、診断書料相当額をお客さま
にお支払いする取り扱いを開始し、お客さまが
より保険金・給付金等をご請求いただきやすい
環境を整備しました。
　あわせて、2009年９月より保険金システムよ
り出力される定期的な請求勧奨のご案内文を活
用し、未請求事案への対応を強化しました。

③保険金等支払管理部門の要員体制の強化
　事案管理・点検態勢の強化および、お客さま
に対する丁寧な請求勧奨態勢の確保に向け、
2009年４月に、個人保険の保険金等支払部門で
あるお客様サービス部保険金サービスグループ
を保険金サービス部として独立させ、保険金サー
ビスグループ、保険金支払審査グループの２グ
ループ制とするとともに、要員体制を強化しま
した。

④システムチェック態勢の強化
　2006年４月より、事後点検用資料として支払
い漏れチェック対象事案一覧を出力し月例点検
に活用しています。
　2007年４月に、複数契約の請求勧奨漏れ防止
に向け、個人契約の複数契約をシステムにより
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名寄せし、受け付け時の機械出力帳票に他契約
の証券番号を自動表示する仕組みを構築し、確
認漏れや見落としを防止する態勢としました。
　また、支払事案管理・経過管理の強化、支払い
漏れチェック、請求勧奨・管理機能の強化等、業
務プロセスの抜本的見直しに向け2009年１月
に次期保険金システムの第一次開発を完了し、支
払査定サポート機能の一層強化を図っています。
　あわせて、2009年３月に、お客さまの相談窓
口を強化し、保険事故受付の強化、各種返戻金の
支払管理や入金管理、異動サービス等の強化を
狙いとした契約保全業務全般にわたる次期保全
システムの開発を完了しました。
　また、2010年１月に、難解な疾病名や手術名
であっても的確に約款上の支払可否が判断でき
る検索用データベースを構築し、支払管理部門
で活用しています。
　さらに、2010年２月に個人保険と団体保険の
名寄せシステムの機能を強化し、保険事故のご
連絡をいただき、保険金等をお支払する前の状
態のご請求であっても、個人保険・団体保険相
互の請求勧奨が可能となりました。

(2 ) 保険金等支払管理業務に対する事
後点検、牽制機能の強化

① 保険金等支払管理部門以外による事後点検態
勢の整備

　2007年７月の組織改編において、「保険金支
払管理部」を新たに設置し、個人保険・団体保険
ともに事後点検・検証を行うこととし、より牽
制機能が働く体制としました。
　なお、保険金支払管理部による点検・検証結
果については、毎月の保険金等支払管理委員会、
および四半期毎に経営会議に報告し、内容の検
証とともに、発生原因分析や再発防止策の検討
を行う態勢としています。

②保険金等支払管理部門に対する内部監査の強化
　実効性ある監査態勢の整備・強化に向け、
2007年１月に業務監査規程を改定し、原則３ケ
月毎の改善状況のフォロー検証、担当役員経由
の改善報告書提出、四半期単位の取締役会報告
等を実行するとともに、要員を増強しました。
　保険金等支払部門に対する内部監査について
は、不適切不払問題の発生を受け、2006年７月

に内部監査を実施するとともに、保険金等支払
業務に関する監査実施要領および手順書を整備
しました。
　監査役監査においても、保険金等支払管理態
勢に関する監査実施要領を定め、内部監査部門
と連携して、実査を行っております。
　なお、保険金等支払部門に対しては、2006年
度以降、毎年一回の内部監査を実施しており、
2009年度については2009年10月に、内部監査
を実施しました。

(3 ) 保険金等支払に関する規程の整備・
見直し

　2005年９月に、保険金等支払に係る職務権限
規程を見直し、担当役員・社長決裁事項を増や
すとともに、コンプライアンス部門との協議事
項を明確化し、2006年７月には、基本方針や重
要規程等について、取締役会および経営会議の
協議・報告事項として明確化しました。
　また、2005年10月には、不適切な不払い事案
の調査結果を踏まえ、不払査定基準書を整備、
2006年10月には、遅延利息支払規程について、
拡大解釈・運用の余地が発生しないよう、付加
しない場合をより限定的かつお客さま有利とな
るよう今日的視点で見直し・改定を実施し、
2007年１月には、保険金等に係る苦情・紛争処
理規程を制定するなど、順次整備・見直しを実
施しています。
　さらに、2007年４月より開始したチェック
シート活用による請求勧奨の実務運用を明確化
するため、2007年12月に、請求勧奨事案の
チェック方法・経過管理方法等をマニュアル化
した「請求勧奨事案管理要領」を策定しており、
請求勧奨漏れ防止に向けた業務運営の確立に取
り組んでいます。

(4) 経営陣による検証・関与の強化

① 経営会議等への報告態勢の強化と「保険金等支
払管理委員会」の設置
　2005年９月より、保険金等の支払い・不払い
状況について、経営会議へ四半期毎に報告する
とともに、詐欺無効（2010年３月より詐欺取
消）、重大事由解除等による不払い事案の決裁権
限を担当役員に引上げ、経営会議報告事項（特に
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重要な事項は取締役会報告）とし、経営陣が関与
する態勢としています。
　さらに、2006年７月に、関連役員・部長およ
び社外弁護士で構成する「保険金等支払管理委員
会」を設置し、詐欺無効（2010年３月より詐欺取
消）、重大事由解除等による不払い事案、苦情・
紛争による再査定事案の審議、および支払い・
不払いの件数・金額のみならず全不払い事案の
判断内容、保険金・給付金の支払いに関する全
苦情の内容、各種返戻金の返戻状況等の月例報
告・検証、並びに2007年７月に新設した保険金
支払管理部による不払い判断の適切性、事務ミ
ス等による支払い漏れ・請求勧奨漏れの有無の
事後点検結果の報告および発生原因分析・再発
防止策の検討を行い、前記の通り、その内容を四
半期毎に経営会議に報告し、経営陣による支払
い・不払い状況等の認識共有化を図っています。

② 「適切な保険金等支払管理態勢の構築に係る基
本方針」の策定

　不適切不払い・支払い漏れ問題を受けて、
2006年度より、中期経営計画および年度経営方
針の中で、保険金等支払管理態勢の強化を重要
経営課題として位置づけて明記し、社内に周知
徹底しています。
　さらに、2006年12月の取締役会において、役
職員に対し、保険金等支払管理業務の重要性を
改めて認識させ、取り組みの方針を明確化する
ことを目的に、基本的姿勢と具体取り組みの方
向性を整理した「適切な保険金等支払管理態勢の
構築に係る基本方針」を策定しています。また、
基本方針の中で、請求勧奨についても、「保険金

等の請求が漏れなく行われるような環境整備・
対応に努める」ことを明記しています。

(5 ) 保険金等支払に係る苦情・紛争解
決態勢の整備

　2007年１月に、保険金等支払管理部門以外の
苦情対応窓口の設置、社外弁護士による紛争解
決体制の構築、および苦情・紛争処理規程の制
定を行い、苦情・紛争解決態勢を整備しました。
　苦情対応窓口および社外弁護士が、再調査・
再査定が必要と判断した事案については、全件
保険金等支払管理委員会で審議の上、経営会議
協議・社長決裁事項としています。

(6) お客さまへの説明態勢の整備・強化

①保険金等請求書類の見直し・改定
　2009年１月より、保険金等請求書類をシステ
ムから出力する方式としてご契約内容やご請求
内容に応じたご案内文や、記入箇所を極力少な
くした請求書に改訂し、お客さまの請求手続の
利便性向上を図りました。
　また、「入院・手術証明書（診断書）」は、手術欄
に見落としやすい手術を細分化して記入する書
式への変更や、特定疾病保険金等の支払事由該当
の可否も判断できる項目の設定など、支払い漏れ
や請求案内漏れを防止できる様式としています。

②保険金・給付金請求手続きのご案内の強化
　2006年8月に、保険金・給付金のご請求手続
き及び保険金・給付金をお支払いできる場合と

＜保険金・給付金のお支払＞
保険金サービス部

保険金サービスグループ

＜苦情対応窓口＞
　保険金支払管理部
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お支払いできない場合を、見やすく、分かりやす
く解説した内容、ならびにお客さまからよくあ
るご質問をＱ＆Ａ方式で当社ホームページに掲
載しました。
　また、2006年11月に同内容のパンフレット
（ご請求サポート資料）を作成し、当社営業部・
支社、業務委託先であるあいおい損保社の営業
店・代理店に配付して、お客さまが保険金等を
ご請求される際にお渡しするようにしています。
　また、2007年７月に、支払い漏れ等の調査に
よる原因分析を踏まえて、上記パンフレットの
内容に、お支払事由ごとの解説を加える等、さら
に分かりやすく見直した改定版を作成し、９月
に毎年１回ご契約者全員に郵送している「ご契約
内容のお知らせ」に同封し、併せて当社ホーム
ページに掲載するとともに、2008年４月にイン
ターネットでのご案内を開始しました。
　さらに、2009年９月よりホームページにおい
て、傷病等にて入院されたり手術を受けられた
場合、その内容に関する概要情報の入力・送信
により、お客さまからご契約の内容等から給付
金をご請求いただけるかどうかをご照会いただ
き、ご請求いただけない場合はその旨当社から
ご連絡し、ご請求いただける可能性のある場合
は、手続に必要な書類を送付させていただくサー
ビスを開始しました。
　また、2010年１月に代理店向けの保険金・給
付金請求の手続きを代理店に配布して代理店へ
の研修を強化し、お客さまへのご案内の充実を
図っています。

③ご契約のしおり・約款の内容充実
　2009年６月発売の女性向け商品「ルナメディ
カル」から、順次、ご契約のしおりに、保険金等
をご請求される際にご確認いただきたい代表的
な項目や、お支払できる事例、お支払できない事
例を掲載しています。
　また、2010年３月には、保険法の施行にあわ
せ、保険金等の支払期限を明確化するなどの約
款改訂を行うとともに、ご契約のしおりをお客
さまにとって分かりやすいよう改定しました。

(7 ) 保険金等のお支払い状況に係る情
報開示

　2007年12月より、保険金等の支払い状況（保
険金・給付金をお支払いした件数、お支払いで
きなかった件数・事由等）、および苦情状況（件
数、改善事例等）を四半期ごとにホームページに
掲載して開示し、保険金等の支払い業務におけ
る透明性を高め、お客さまへの理解促進を図っ
ています。
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【用語のご説明】
お支払いを非
該当とした事由 内　　　　　容

１．詐欺無効
（注）

保険加入または復活などに際し，契約者または被保険者に詐欺行為があった場合、保険契約を
無効とするものです。この場合、すでにお払い込みいただいている保険料の払戻しはありませ
ん。

２ ．不法取得
目的無効

保険金などを不法に取得または他人に取得させる目的で保険加入または復活などを行った場合
は、保険契約を無効とするものです。この場合、すでにお払い込みいただいている保険料の払
戻しはありません。

３ ．告知義務
違反解除

保険加入または復活などに際し，契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、告
知すべき重要な事実について告知していない場合や、事実と異なることを告知をした場合は、
保険契約を解除する場合があります。この場合、解約返戻金があるときは、解約返戻金を契約
者にお支払いします。

４ ．重大事由
解除

保険金などを詐取する目的で、故意に事故を起こしたり、ご請求に際し診断書を偽造するなど
の詐欺行為があった場合、保険契約を解除するものです。この場合、解約返戻金があるときは、
解約返戻金を契約者に払い戻します。

５ ．免責事由
該当

被保険者が約款に定める一定期間内に自殺したり、契約者・被保険者の故意または重大な過失
による事故など、約款に定める免責事由に該当する場合、保険金等のお支払いを行わないもの
です。

６ ．支払事由
非該当

約款に定める手術に該当しない場合や、契約前に発病していた場合など、約款に定める支払事
由に該当しないものです。

（注）　保険法の施行に伴って詐欺無効は2010年３月より詐欺取消に変更

保険金・給付金のお支払い状況

１．お支払い件数

お支払い内容
個人保険 団体保険

2008年度 2009年度 2008年度 2009年度
保険金（死亡・高度障害等） 530 599 23,004 22,190
給付金（入院・手術等） 12,797 12,631 214 256

合　　計 13,327 13,230 23,218 22,446
※件数は給付種類単位による集計件数（2009年度より生命保険協会策定の基準モデルに従い計上方法を変更）

２．お支払いできなかった件数および内訳
お支払いを
非該当判断事由

個人保険 団体保険
2008年度 2009年度 2008年度 2009年度

１．詐欺無効 0 0 1 0
２．不法取得目的無効 0 0 0 0
３．告知義務違反解除 41 55 4 1
４．重大事由解除 0 0 0 0
５．免責事由該当 15 25 3 4
６．支払事由非該当 89 490 4 14
７．その他 0 2 0 0

合　　計 145 572 12 19
※ 件数はご契約単位による集計件数（2009年度より生命保険協会策定の基準モデルに従い計上方法を変更）
　なお、「６．支払事由非該当」が2009年度に著しく増加しているのは生命保険協会策定の基準モデルに従い計上
方法を変更したことによります。
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　これからの時代を担う新しい生命保険会社として、お客さまのニーズに合
う商品の提供および説明責任の履行に向け、代理店に対する教育・研修の
さらなる強化に取り組んでいます。
１．代理店によるコンサルティング営業

　当社は代理店によるコンサルティングを中心
とした営業活動を行っております。全国に広が
る6,100（2010年３月末）の代理店は生命保険、
損害保険を取り扱うことにより、もしもの時の
リスク管理から、資産形成など保険と生活に関
するさまざまなご相談を承っています。

２．営業支援体制

　全国各地域に14営業部・３支社・２推進室を
配置し、生命保険推進マネジャーおよびライフ・
インシュアランス・マネジャーが代理店の営業
活動をサポートしております。
○生命保険推進マネジャー
　代理店によるコンサルティング営業の推進の
ため、全国95名の生命保険推進マネジャーが各
地域において、代理店に対する体系的商品研修、
販売研修の実施や実践的で具体的な業務指導を
行い、代理店の日常営業活動をサポートしてお
ります。
○ライフ・インシュアランス・マネジャー
　税務、金融など幅広い専門知識を持った生命
保険のプロフェッショナルです。
　全国約80名のライフ・インシュアランス・マ
ネジャーが代理店をバックアップし、よりきめ
細かなコンサルティング提案をお客さまに提供
いたします。

３．営業支援システム

○ALPS/Web型ALPS
（ALPSとはAioi Life Planning Systemの略称です）
お客さまのニーズに適した商品設計、商品提案
を行うコンサルティングシステムとして活用し
ています。
　インターネット環境に通じた「Web型ALPS」
では、商品設計・提案書作成に加え、契約事務処
理の迅速化を図り、お客さまによりご満足いた
だける保険加入への取り組みを行なっています。

九州
（四国）

中四国 近畿北陸

（北陸）

中部

静岡

埼玉甲信越

神奈川

東京 千葉

北関東

東北

北海道

502

115

347

530

108

563

235

411
299

320

824

366

447

586
163

東京
法人名古屋

法人

186
98

営業支援体制と代理店教育・研修
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４．代理店教育・研修

　お客さまにご安心とご満足をご提供するため
には、代理店のコンサルティング力の向上が最
も重要であるとの認識のもと、「生命保険を正し
く理解し、わかりやすく説明し、適切に販売す
る」を基本理念とする代理店教育に取り組んでい
ます。業界共通教育をベースに、代理店の知識
や経験に応じたきめ細かな研修を実施し、着実
なステップアップをサポートしています。

(1) 業界共通教育
　業界共通資格取得への取り組みを通じて資産
運用・企業経営コンサルティング等、幅広いお
客さまニーズに対応できるように生命保険知識・
周辺知識の充実を図っています。また、業界共
通資格の取得状況を代理店の資格ランク要件に
組み入れることで、資格取得の勧奨を行ってい
ます。

　また、生命保険協会「継続教育制度」に則って、
従来にも増してお客さま本位、法令・社会的規
範を遵守した募集人教育を行っています。

(2) 当社独自研修
　当社独自研修では、お客さまのご実情やご意向
を確認しながら最適な生命保険を提案するとい
う商談の流れを「標準販売プロセス」として整理
し、不備のない正確な事務業務手続きや適切なア
フターフォローと共に、定着を図っています。

　また、ご契約にあたってお客さまに特にご注
意いただきたい事項（「契約概要」「注意喚起情
報」）の説明や「適合性原則」に基づくお客さまの
ご意向の確認、お客さまに正しく告知をしてい

代理店教育の基本理念

正しい理解 わかりやすい説明 適切な販売

登
録
前
研
修

一般
課
程
試
験

（
販
売
資
格
取
得
）

登
録
後
研
修

専
門
課
程
試
験

応
用
課
程
試
験

生
命
保
険
大
学
課
程

試
験（
６
科
目
）

委
託
業
務
説
明

代
理
店
委
託

[あいおい生命標準販売プロセス］

お客さまの
ご実情やご意向
を伺います

お客さまの
ニーズに合った
提案を行います

ご契約に関する
重要事項をご案内
し、正しく手続き
を行います

生命保険に
関する情報提供
を行います

ただくためのわかりやすい説明の手法なども、
販売プロセスの中の重要パーツとして研修に組
み入れています。
①　本部研修
　 　本社においては、代理店の経験・レベル別に
「合宿方式」の研修を６コース実施しています。
　 　各コースは複数回にわたる「集合研修」とそ
の間の「実践活動」によって構成されており、
代理店のコンサルティング力の飛躍的向上を
図っています。

　本部研修実施風景
②　地域研修
　 　地域においては、営業社員が講師となり、代
理店研修を実施しています。生命保険を正し
く理解する「商品研修」、募集ルール遵守に関
する「業務・コンプライアンス研修」、ご契約
後のお客さまに対する「アフターフォロー研
修」など、日常活動に即したタイムリーな各種
研修を展開しています。
③　自学自習
　 　代理店による自学教材としては、「動画」に
よる視聴学習と「ｅラーニング」による確認テ
ストを組み合わせた「ＩＯＩ保険講座」を実施
しています。インターネット環境を有するパ
ソコン上でいつでも自学自習できる仕組みを
構築しています。

業務研修

販売研修

アフターフォロー研修

商品研修

コンプライアンス研修

本部研修 地域研修 自学自習
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社会活動

○“がん治療中の女性をサポートする”活動に寄付
　がんや女性固有の病気に対して厚く保障する
特色をもつ女性向け商品「ルナメディカル」を
2009年６月に発売し、その新規契約件数に応じ
た金額を、NPO法人「キャンサーリボンズ」が
行っている「がん治療中の女性が自分らしさを保
つための美容サポート」活動へ寄付することと
し、役職員からの募金とあわせて、2009年度分
を寄付しました。

　「キャンサーリボンズ」は、2008年６月、がん
医療やヘルスケアに携わる専門家、がん患者さん
らによって発足したNPO法人です。企業や団体、
個人の方からの寄付などに支えられ、がん患者さ
んの「治療と生活をつなぐ」情報や心身のケア体
験の提供など、さまざまな活動を行っています。

○環境に配慮した回収活動を実施
　生活に密着し、かつ環境に配慮した活動とし
て、役職員全員が「捨てずに集める」活動を実施
しています。2009年度は、ペットボトルキャッ
プ（ワクチン約317人相当分）、アルミ缶のプル
タブ（約82.2㎏）を集め、それぞれ該当のNPO法
人等に寄贈しました。また、白血病患者を励ま
すための本やCDなど201点を病院内図書館へ、
書き損じハガキと切手を日本ユニセフ協会へそ
れぞれ回収機関を通じて寄贈しました。

※

（※写真提供：キャンサーリボンズ　美容サポート風景）

　「キャンサーリボンズ」は、2008年６月、がん
医療やヘルスケアに携わる専門家、がん患者さん
らによって発足したNPO法人です。企業や団体、
個人の方からの寄付などに支えられ、がん患者さ
んの「治療と生活をつなぐ」情報や心身のケア体
験の提供など、さまざまな活動を行っています。

社会貢献活動

「ハートLIFEプロジェクト」の活動

　当社は、2008年７月より、社会貢献活動「ハー
トLIFEプロジェクト」を推進しています。この取
り組みは女性職員で構成するプロジェクトチー
ムが企画したもので、全役職員が積極的かつ継
続的に取り組める社会貢献活動として、「いのち」
「医療」にかかわる分野で活動を行っているNPO
法人等に対し支援しています。

○“世界の子どもにワクチンを贈る”活動に寄付
　2008年６月発売以来、「プレミアムＷ」「ジャ
ストワンＷ」の新規契約件数に応じた金額を、認
定NPO法人「世界の子どもにワクチンを 日本委
員会（JCV）」へワクチンなどの購入費用として寄
付しています。2009年度は、新規契約件数に応
じた金額と、役職員からの募金をあわせてワク
チン９万８千人相当分となり、これまでの累計
でワクチン21万２千人相当分を寄付しました。

　「世界の子どもにワクチンを 日本委員会
（JCV）」は、ユニセフやWHO、途上国の医療機
関と連携しながら、予防可能な感染症でいのちを
落とす子どもたちが数多くいる途上国に、ワクチ
ンを贈ることを目的に募金活動を行っている
NPO法人です。ただワクチンを届けるだけでな
く、ワクチンを運ぶ自転車、保存するための冷蔵
庫などを贈るとともに、医師や医療技術者などを
育て、被支援国が継続的、主体的にワクチンを管
理できるように活動を行っています。

※

（※写真提供：JCV）

　「世界の子どもにワクチンを 日本委員会
（JCV）」は、ユニセフやWHO、途上国の医療機
関と連携しながら、予防可能な感染症でいのちを
落とす子どもたちが数多くいる途上国に、ワクチ
ンを贈ることを目的に募金活動を行っている
NPO法人です。ただワクチンを届けるだけでな
く、ワクチンを運ぶ自転車、保存するための冷蔵
庫などを贈るとともに、医師や医療技術者などを
育て、被支援国が継続的、主体的にワクチンを管
理できるように活動を行っています。
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○ハートポイント制度による寄付
　役職員の自発的・積極的な社会貢献活動に対
してポイントを付与し、そのポイント総数に応
じて会社がNPO法人などに寄付を行う「ハート
ポイント制度」を実施しています。社内での社会
貢献活動に関する講演への参加も含め、「ハート
LIFEプロジェクト」の各種活動への参加や、地域
のボランティア活動参加・募金・寄付金付商品
の購入などを対象としています。2009年度はこ
の活動によるポイント総数（2,895ポイント）に
応じて、栄養失調児への栄養治療食約4,000食
相当にあたる額を、特定非営利活動法人「国境な
き医師団日本」へ、障がいのある人々の社会参加
をテーマにした映画の製作費の一部として
「able映画制作委員会」へ寄付しました。

○『葛西海浜公園』清掃活動と自然観察を実施
　2009年度は、環境保全とりわけ生物多様性を
意識した取り組みとして、生き物の多く棲む東
京都立葛西海浜公園「西なぎさ」の歴史を学び、
その沖の東京湾に飛来する野鳥を望遠鏡で自然
観察するとともに清掃を行なうという取り組み
を新たに開始しました。あわせて参加者数に応
じた会社のマッチングギフトと、役職員有志に
よる募金を【都立公園サポーター基金】へ寄付し
ました。

回収したペットボトルキャップ

※

（※写真提供：国境なき医師団日本　栄養治療食）

　2010年度も上記の活動を軸とした「ハートLIFE 
プロジェクト」を継続して実施していきます。

葛西海浜公園「西なぎさ」

参加者の野鳥観察
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環境問題への取り組み

あいおい生命環境基本方針（2010年４月１日）

１．環境基本理念
　MS&ADインシュアランス グループは「グローバルな保険・金融サービス事業を通じて、安心と安全を
提供し、活力ある社会の発展と地球の健やかな未来を支えます」という経営理念に基づき、企業活動を通じ
て地球環境の保全と改善に努力し、下記の行動指針に沿って着実かつ持続可能な取組を推進していきます。

２．環境行動指針
(1 ) 保険・金融サービス事業を通じた地球環境保護

　 　MS&ADインシュアランス グループのあらゆる部門で、地球環境問題解決に寄与する商品・サービ
スの開発や充実を図り、社会に提供するよう努めます。
(2 ) 事業活動における環境負荷の軽減と生物多様性の保全

　 　環境関連法規制やMS&ADインシュアランス グループが同意した産業界の憲章・指針等を遵守し、
事業活動における環境負荷の軽減と生物多様性の保全に努めます。
(3) 環境マネジメントシステムの推進

　 　環境マネジメントシステムを構築し、環境目的・目標を定めた継続的な取組を行い、地球環境の保
全に努めます。
(4) 環境啓発活動を通じた社会との共生

　 　環境教育を通じて役職員の一人ひとりが自ら積極的に地球環境保全活動を遂行できるよう社内外で
の環境啓発活動を推進するとともに、環境に関する情報を広く開示し社会との共生に努めます。

　 　本環境基本方針は、MS&ADインシュアランス グループの全役職員に周知徹底するとともに、一般
に開示します。

「IOI環境宣言」（2009年４月）
　あいおい保険グループ各社は、地球温暖化防止や生物多様性保全などに向け、以下の取り組みを推進
しています。

１ ．事業活動から発生するCO2の排出削減
　地球温暖化防止に向け、事業活動におけるCO2の排出抑制を進め、2012年度までにCO2排出量の
15％削減を目指します。（基準年：2007年度）

２．役職員、代理店・扱者の家庭から発生するCO2排出量の削減
　役職員ならびに代理店・扱者それぞれの家庭において、エネルギー使用の節減に努め、家計分野での
CO2削減を通じ、地球温暖化の防止に取り組みます。

３ ．環境保全につながる保険商品・サービスの開発・提供
　CO2削減や森林の保護、お客様の環境活動の支援など、環境保全に資する商品・サービスの開発・提
供を積極的に推進します。

４．省資源に向けた取り組み
　循環型社会の構築に向け、廃棄物削減、ペーパーレス化の促進、森林保護に貢献する認証用紙の使用
など、省資源に向けた取り組みを推進します。

５．環境保全に関する地域社会との連携
　生物多様性保全などの環境保護活動や環境啓発活動に、地域の皆様とともに積極的に取り組みます。
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また、海外においては絶滅危惧種増加・森林破壊など地球規模で進む環境問題に対し、その保護・回復
に向けた取り組み・支援を行います。

環境取り組み内容
　当社は2005年４月より環境取り組みをスタートし、同年９月に本社（あいおい損保別館ビル内）にお
いて、ISO14001の認証を取得し、以来、ISOのマネジメントシステムに則って、部署単位に選任した環
境実行委員により、環境の継続的改善（PDCA）に取組んでいます。
　本社部門では、各部ごとの「本業における環境取り組み（業務上、環境に良い影響を与える施策・工夫）」
に重点を置き、年度毎にテーマを決めて取り組みます。併せて＜紙・電気使用量の抑制、ゴミの削減、
グリーン購入＞についても継続実施しています。

＜ECOチャレンジ運動取り組み内容＞
　全国では、あいおい保険グループとして2008年度より「ECOチャレンジ運動」を実施しています。
事業活動におけるCO2排出量を「2012年度までに15％削減（2007年度比）」することを目指し、
2009年度は前年度比＜OA紙▲10％、電力▲5％、ガソリン▲10％＞を目標としました。当社は、
業務量・人員の増加により目標未達成でしたが、改善効果をあげることができました（あいおい保
険グループ全体ではいずれも目標達成）。
　①　OA紙削減
　　予算抑制、ペーパーレス会議の推進、両面・縮小印刷等
　②　電力削減
　　早帰り推進、こまめな消灯、空調管理（クールビズ、ウォームビズ実施）
　③　ガソリン削減
　　ハイブリッド車５台導入、エコ安全ドライブ推進

＜社員の環境意識向上策＞
　①　「eco検定（環境社会検定試験）」受験推奨
　 　環境問題に関する知識を幅広く身につけ環境推進役として活躍できるよう、08年度より環境実
行委員を中心に受験を推奨しています。合格者は累計で44名となりました。
　②　ECOスマイル運動
　 　家庭でも環境意識を高めるため、環境省推奨のWEBサイト『環境家計簿（我が家の環境大臣エ
コファミリー）』への登録を推進しています。

　③　環境eラーニング
　　環境問題の現状、および当社の活動について全社員がeラーニングで学習しています。
　④　環境カード携帯
　　環境方針や目標を記載した環境カードを全社員が常時携帯しています。
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Ⅰ．会社の概況及び組織
1．会社の沿革   
2．経営の組織  
3．店舗網一覧（営業拠点）  
4．資本金の推移  
5．株式の総数  
6．株式の状況  
7．主要株主の状況  
8．役員の状況  
9．従業員の在籍・採用状況  
10.平均給与（内勤職員）  
11.平均給与（営業職員）  

Ⅱ．保険会社の主要な業務の内容
1．主要な業務の内容　  
2．経営方針（めざす企業像）  

Ⅲ．直近事業年度における事業の概況
1．事業の概況  
2．契約者懇談会開催の概況  
3．相談・苦情処理態勢、相談（照会、苦情）の件数、及び苦情からの改善事例  
4．ご契約者に対する情報提供の実態  
5．商品に対する情報及びデメリット情報提供の方法  
6．代理店・社員に対する教育・研修の概略  
7．新規商品開発の状況  
8．主要保険商品一覧（保険種類の説明）  
9．情報システムに関する状況  
10.公共福祉活動、厚生事業団活動の概況  

Ⅳ．直近５事業年度における主要な業務の状況を示す指標  

Ⅴ．財産の状況
1．貸借対照表  
2．損益計算書  
3．キャッシュ・フロー計算書  
4．株主資本等変動計算書  
5．債務者区分による債権の状況  
6．リスク管理債権の状況  
7．元本補てん契約のある信託に係る貸出金の状況  
8．保険金等の支払能力の充実の状況 (ソルベンシー・マージン比率）  
9．有価証券等の時価情報（会社計）  
（ 1 ) 有価証券の時価情報  
（ 2 ) 金銭の信託の時価情報  
（ 3 ) デリバティブ取引の時価情報  
10.経常利益等の明細（基礎利益）  
11.利源別損益  
12.会社法による会計監査人の監査  
13.財務諸表の適正性、及び財務諸表作成に係る内部監査の有
効性について  

14.事業年度の末日において、保険会社が将来にわたって事業
活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような
事象又は状況その他保険会社の経営に重要な影響を及ぼす
事象が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要
事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等
を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容  

Ⅵ．業務の状況を示す指標等
1．主要な業務の状況を示す指標等  
（ 1 ) 決算業績の概況  
（ 2 ) 保有契約高及び新契約高  
（ 3 ) 年換算保険料  
（ 4 ) 保障機能別保有契約高  
（ 5 ) 個人保険及び個人年金保険契約種類別保有契約高  
（ 6 ) 異動状況の推移  
（ 7 ) 契約者配当の状況  
2．保険契約に関する指標等  
（ 1 ) 保有契約増加率  
（ 2 ) 新契約平均保険金及び保有契約平均保険金（個人保険）  
（ 3 ) 新契約率（対年度始）  
（ 4 ) 解約失効率（対年度始）  
（ 5 ) 個人保険新契約平均保険料（月払契約年換算）  
（ 6 ) 死亡率（個人保険主契約）  
（ 7 ) 特約発生率（個人保険）  
（ 8 ) 事業費率（対収入保険料）  
（ 9 ) 保険契約を再保険に付した場合における、再保険を引

受けた主要な保険会社等の数  

（10) 保険契約を再保険に付した場合における、再保険を引
き受けた保険会社等のうち、支払再保険料の額が大き
い上位５社に対する支払再保険料の割合  

（11) 保険契約を再保険に付した場合における、再保険を引
き受けた主要な保険会社等の格付機関による格付に基
づく区分ごとの支払再保険料の割合  

（12) 未だ収受していない再保険金の額  
（13) 第三分野保険の給付事由又は保険種類の区分ごとの、

発生保険金額の経過保険料に対する割合  
3．経理に関する指標等  
（ 1 ) 支払備金明細表  
（ 2 ) 責任準備金明細表  
（ 3 ) 責任準備金残高の内訳  
（ 4 ) 個人保険及び個人年金保険の責任準備金の積立方式、

積立率、残高（契約年度別）  
（ 5 ) 契約者配当準備金明細表  
（ 6 ) 引当金明細表  
（ 7 ) 特定海外債権引当勘定の状況  
（ 8 ) 資本金等明細表  
（ 9 ) 保険料明細表  
（10) 保険金明細表  
（11) 年金明細表  
（12) 給付金明細表  
（13) 解約返戻金明細表  
（14) 減価償却費明細表  
（15) 事業費明細表  
（16) 税金明細表  
（17) リース取引  
（18) 借入金等残存期間別残高  
4．資産運用に関する指標等（一般勘定）  
（ 1 ) 資産運用の概況  
（ 2 ) 運用利回り  
（ 3 ) 主要資産の平均残高  
（ 4 ) 資産運用収益明細表  
（ 5 ) 資産運用費用明細表  
（ 6 ) 利息及び配当金等収入明細表  
（ 7 ) 有価証券売却益明細表  
（ 8 ) 有価証券売却損明細表  
（ 9 ) 有価証券評価損明細表  
（10) 商品有価証券明細表  
（11) 商品有価証券売買高  
（12) 有価証券明細表  
（13) 有価証券の残存期間別残高  
（14) 保有公社債の期末残高利回り  
（15) 業種別株式保有明細表  
（16) 貸付金明細表  
（17) 貸付金残存期間別残高  
（18) 国内企業向け貸付金企業規模別内訳  
（19) 貸付金業種別内訳  
（20) 貸付金使途別内訳  
（21) 貸付金地域別内訳  
（22) 貸付金担保別内訳  
（23) 有形固定資産明細表  
（24) 無形固定資産明細表  
（25) 固定資産等処分益明細表  
（26) 固定資産等処分損明細表  
（27) 賃貸用不動産等減価償却費明細表　  
（28) 海外投融資の状況  
（29) 海外投融資利回り  
（30) 公共関係投融資の概況（新規引受額、貸出額）  
（31) 各種ローン金利  
（32) その他の資産明細表  
5．有価証券等の時価情報（一般勘定）  
（ 1 ) 有価証券の時価情報  
（ 2 ) 金銭の信託の時価情報  
（ 3 ) デリバティブ取引の時価情報  
6．証券化商品等への投資及びサブプライム関連投資の状況  

Ⅶ．保険会社の運営
1．リスク管理の体制  
2．法令等遵守の体制  
3．第三分野保険に係る責任準備金の積立の合理性及び妥当性  
4．個人データ保護について  
5．反社会的勢力への対応について  

Ⅷ．特別勘定に関する指標等　  

Ⅸ．保険会社及びその子会社等の状況　  

会社DATA 
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Ⅰ．会社の概況及び組織
１．会社の沿革

■　大東京しあわせ生命保険株式会社 ■　千代田火災エビス生命保険株式会社

■　あいおい生命保険株式会社
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Ⅰ．会社の概況及び組織　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

２．経営の組織（2010年７月１日現在）

統 合 推 進 室

コンプライアンス・リスク統括部 コンプライアンス推進グループ
募集制度業務グループ

北 海 道 営 業 部

東 北 営 業 部

北 関 東 営 業 部

東京法人営業部

埼 玉 営 業 部

千 葉 営 業 部

神 奈 川 営 業 部

甲 信 越 営 業 部

静 岡 営 業 部

中 部 営 業 部 営業推進グループ

業務グループ

近畿・北陸営業部

北 陸 支 社

中 四 国 営 業 部

四 国 支 社

九 州 営 業 部

●本店　　　16部
●営業拠点　14部、3支社、２推進室

リ ス ク 統 括 室

企 画 部 企 画 グ ル ー プ

人 事・ 総 務 部 人 事 グ ル ー プ
総 務 グ ル ー プ

経 理・ 財 務 部 経 理 グ ル ー プ
財 務 グ ル ー プ

営 業 企 画 部 営業企画グループ
販売開発グループ
Ｌ Ｉ Ｍ 統 括 室

市 場 開 発 部 マーケティング開発室

企業・ネットワーク開発グループ
金融営業推進グループ

研 修 部 研 修 グ ル ー プ
営業支援センター

団 体 保 険 部 企画開発グループ
契約管理グループ商 品 部

シ ス テ ム 部 システム第1グループ
システム第2グループ
システム第3グループ

業 務 統 括 部 事務統括グループ
業務改善・指導グループ

保険金サービス部 保険金サービスグループ
保険金支払審査グループ

契 約 業 務 部 業務管理グループ
引 受 グ ル ー プ社 医
医 務 グ ル ー プ

お客様サービス部 C S 企 画 グ ル ー プ
契約サービスグループ
お客様サービスセンター

営 業 本 部

東 京 営 業 部 営業推進グループ

業務グループ
お

客

様

代

理

店
営業推進グループ

業務グループ

監 査 役
監 査 役 会

保 険 計 理 人

株 主 総 会

経 営 会 議

取 締 役 会

名古屋法人支社

ライフプロ推進室

ライフプロ推進室

保険金支払管理部

業 務 監 査 部

※お客さま・代理店の皆様にとって最優の会社作り会議

収 益 管 理 室

※最 優 会 議
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３．店舗網一覧（2010年７月１日現在）
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Ⅰ．会社の概況及び組織　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

４．資本金の推移

５．株式の総数

６．株式の状況
　⑴　種　類　等

　⑵　大　株　主

７．主要株主の状況



Aioi Life Insurance Disclosure 201066

８．役員の状況
　⑴　取締役及び監査役
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Ⅰ．会社の概況及び組織　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

　⑵　執行役員

９．従業員の在籍・採用状況

10．平均給与（内勤職員）

11．平均給与（営業職員）
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Ⅱ．保険会社の主要な業務の内容
１．主要な業務の内容
　⑴　保険の引受け及び資産の運用

　⑵　業務の代理・事務の代行業務

　⑶　国債等の窓口販売業務

２．経営方針（めざす企業像）
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商
品
・
サ
ー
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ス
体
制

Ⅱ．保険会社の主要な業務の内容　　　　　　　
Ⅲ．直近事業年度における事業の概況　　　　　

Ⅲ．直近事業年度における事業の概況
１．事業の概況
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Ⅲ．直近事業年度における事業の概況　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

２．契約者懇談会開催の概況

３．相談・苦情処理態勢、相談（照会、苦情）の件数、及び苦情からの改善事例

４．ご契約者に対する情報提供の実態

５．商品に対する情報及びデメリット情報の提供の方法

６．代理店・社員に対する教育・研修の概略

７．新規商品開発の状況
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８．主要保険商品一覧（保険種類の説明）

プレミアムW 「ご自身とご家族への大きな安心に一つの商品でお応えする」
を実現した、あいおい生命の最上級商品です。

ジャストワンW

ご家族の生活資金とご本人の病気・ケガによる入院に備える保
険です。

ルナメディカル
女性のための保障をひとつにまとめた、女性専用のよくばりな
保険です。

低解約返戻金特則付積立利率変動型
終身保険（無配当）

ご契約を長く続けられる方に、うれしいタイプの終身保険です。
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Ⅲ．直近事業年度における事業の概況　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

定期保険（無配当）
働き盛りの「万一の時」に備える合理的な保険です。

無選択加入特則付積立利率変動型
個人年金保険（無配当）

セカンドライフの資金づくりをお手伝いする個人年金保険で
す。

新積立利率変動型
一時払個人年金保険（無配当）

「まとまった資金を安全かつ上手に運用したい」という人にお
すすめの商品です。

５年ごと利差配当付養老保険
養老保険（無配当）

保障と貯蓄性を兼ね備えゆとりの暮らしをお手伝いする保険で
す。

５年ごと利差配当付こども保険

お子さまの夢・希望がいっぱいの保険です。

医療保険（無配当）

21世紀の医療ニーズにお応えする「医療保険」です。
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収入保障特約

優良体収入保障特約

ご家族の生活資金をあなたに代わって、毎月お届けする特約です。

平準定期保険特約

優良体平準定期保険特約

働き盛りの「万一の時」に備える合理的な特約です。

特定疾病保障定期保険特約

３大疾病に備えるための特約です。

心臓・脳血管障害割増特約

災害割増特約

傷害特約

災害入院特約（01）
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Ⅲ．直近事業年度における事業の概況　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

疾病入院特約（01）

災害退院後療養特約（01）

疾病退院後療養特約（01）

成人病保障特約（01）

無解約返戻金
女性総合医療特約

特定疾病保険料払込免除特約

リビング・ニーズ特約

指定代理請求人特約
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９．情報システムに関する状況
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Ⅲ．直近事業年度における事業の概況　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

10．公共福祉活動、厚生事業団活動の概況

あいおい損保
営業店（約500カ所）

あいおい生命
営業部（14カ所）
支社（３カ所）

資産運用
各種情報提供
システム

（大和総研等）

外部専用システム

通信サーバ

ホストコンピュータ

認証サーバ

プリンタ

（資産運用）

（本社内コールセンター）

高速プリンタ

イメージ査定端末

あいおい生命本社

あいおい損保
ネットワーク 横浜

大阪

(業務部署)

専用端末 （2010年４月１日現在）

スキャナ

通信機器

オンライン端末オンライン端末

専用端末

災対用サーバ災対保管用テープ

生命保険協会
金融機関
取引業者等

コールセンター用サーバ

イメージ査定用サーバ

プリンタ

生保代理店

端末

プリンタ端末

端末 プリンタ

プリンタコールセンター端末 コールセンター端末

プリンタ

各種業務用サーバ

インターネット

インターネット
各種ＶＡＮ

ご契約者様

対外接続

パソコン

 

【コンピューターネットワーク概略図】
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Ⅳ．直近５事業年度における主要な業務の状況を示す指標
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商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

Ⅳ．直近５事業年度における主要な業務の状況を示す指標　　　　　
Ⅴ．財産の状況 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅴ．財産の状況
１．貸借対照表

（資産の部） （負債の部）
現 金 及 び 預 貯 金 5,076 5,167 保 険 契 約 準 備 金 384,140 429,603

買 現 先 勘 定 3,298 1,999
有 価 証 券 387,621 432,680 代 理 店 借 1,002 1,145

再 保 険 借 247 198
そ の 他 負 債 1,976 2,362

貸 付 金 11,348 12,570

有 形 固 定 資 産 315 218 退 職 給 付 引 当 金 158 206
役員退職慰労引当金 51 27

無 形 固 定 資 産 1,764 1,964 特 別 法 上 の 準 備 金 467 558

代 理 店 貸 20 10 負 債 の 部 合 計 388,044 434,101
再 保 険 貸 118 827 （純資産の部）
そ の 他 資 産 7,795 8,438 資 本 金 30,000 30,000

資 本 剰 余 金 473 473

利 益 剰 余 金 819 2,143

株 主 資 本 合 計 31,293 32,617
繰 延 税 金 資 産 3,494 4,089 その他有価証券評価差額金 1,514 1,247
貸 倒 引 当 金 △1 △0 評価・換算差額等合計 1,514 1,247

純 資 産 の 部 合 計 32,808 33,864
資 産 の 部 合 計 420,853 467,966 負債及び純資産の部合計 420,853 467,966
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Ⅴ．財産の状況　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制
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Ⅴ．財産の状況　　　　　

商
品
・
サ
ー
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ス
体
制
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Ⅴ．財産の状況　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制
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Ⅴ．財産の状況　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

２．損益計算書

経 常 収 益 102,895 112,564
保 険 料 等 収 入 94,369 102,492

資 産 運 用 収 益 7,492 9,259

そ の 他 経 常 収 益 1,033 812

経 常 費 用 99,012 107,078
保 険 金 等 支 払 金 35,800 41,356

責 任 準 備 金 等 繰 入 額 44,536 44,700

資 産 運 用 費 用 441 1,039

事 業 費 17,036 18,418
そ の 他 経 常 費 用 1,196 1,562

経 常 利 益 3,882 5,486
特 別 利 益 － 0
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 － 0

特 別 損 失 85 96
固 定 資 産 等 処 分 損 5 4
特 別 法 上 の 準 備 金 繰 入 額 79 91

契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 2,413 3,045
税 引 前 当 期 純 利 益 1,383 2,344
法 人 税 及 び 住 民 税 526 1,463
法 人 税 等 調 整 額 36 △ 442
法 人 税 等 合 計 563 1,021
当 期 純 利 益 819 1,323
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Ⅴ．財産の状況　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

３．キャッシュ・フロー計算書

営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動によるキャッシュ・フロー 45,935  46,073  
投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 49,072  △ 47,282  
財務活動によるキャッシュ・フロー
　財務活動によるキャッシュ・フロー －  －  
現金及び現金同等物に係る換算差額 －  －  
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 3,137  △ 1,208  
現金及び現金同等物期首残高 11,512  8,375  
現金及び現金同等物期末残高 8,375  7,166  
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４．株主資本等変動計算書
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Ⅴ．財産の状況　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制
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５．債務者区分による債権の状況

６．リスク管理債権の状況

７．元本補てん契約のある信託に係る貸出金の状況
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Ⅴ．財産の状況　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

８．保険金等の支払能力の充実の状況（ソルベンシー・マージン比率）

68,875 74,227

(R1+R8)2+(R2+R3+R7)2+R4 6,750 7,443

2,040.6％ 1,994.3％
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＜ソルベンシー・マージン比率について＞
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Ⅴ．財産の状況　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

９．有価証券等の時価情報（会社計）
　⑴　有価証券の時価情報
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Ⅴ．財産の状況　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

　⑵　金銭の信託の時価情報

　⑶　デリバティブ取引の時価情報



Aioi Life Insurance Disclosure 201098



社

会

活

動

会

社

デ

ー

タ

M
S
&
A
D
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス

グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て

経
営
に
つ
い
て

Aioi Life Insurance Disclosure 2010 99

Ⅴ．財産の状況　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

10．経常利益等の明細（基礎利益）
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11．利源別損益

12．会社法による会計監査人の監査

13．財務諸表の適正性、及び財務諸表作成に係る内部監査の有効性について

14． 事業年度の末日において、保険会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提
に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他保険会社の経営に重要な影響
を及ぼす事象が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等について
の分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の
具体的内容
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Ⅵ．業務の状況を示す指標等　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

Ⅵ．業務の状況を示す指標等
1．主要な業務の状況を示す指標等
　⑴　決算業績の概況
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　⑵　保有契約高及び新契約高

　⑶　年換算保険料
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Ⅵ．業務の状況を示す指標等　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

　⑷　保障機能別保有契約高
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　⑸　個人保険及び個人年金保険契約種類別保有契約高

区　　分

区　　分
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Ⅵ．業務の状況を示す指標等　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

　⑹　異動状況の推移
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Ⅵ．業務の状況を示す指標等　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

　⑺　契約者配当の状況
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２．保険契約に関する指標等
　⑴　保有契約増加率

　⑵　新契約平均保険金及び保有契約平均保険金（個人保険）

　⑶　新契約率（対年度始）

　⑷　解約失効率（対年度始）

　⑸　個人保険新契約平均保険料（月払契約年換算）

　⑹　死亡率（個人保険主契約）
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Ⅵ．業務の状況を示す指標等　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

　⑺　特約発生率（個人保険）

　⑻　事業費率（対収入保険料）

　⑼　 保険契約を再保険に付した場合における、再保険を引き受けた主要な保険会社等
の数

　⑽　 保険契約を再保険に付した場合における、再保険を引き受けた保険会社等のうち、
支払再保険料の額が大きい上位５社に対する支払再保険料の割合

　⑾　 保険契約を再保険に付した場合における、再保険を引き受けた主要な保険会社等
の格付機関による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合
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　⑿　未だ収受していない再保険金の額

　⒀　 第三分野保険の給付事由又は保険種類の区分ごとの、発生保険金額の経過保険料
に対する割合

３．経理に関する指標等
　⑴　支払備金明細表
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Ⅵ．業務の状況を示す指標等　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

　⑵　責任準備金明細表

　⑶　責任準備金残高の内訳

　⑷　個人保険及び個人年金保険の責任準備金の積立方式、積立率、残高（契約年度別）
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　⑸　契約者配当準備金明細表

　⑹　引当金明細表

　⑺　特定海外債権引当勘定の状況
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Ⅵ．業務の状況を示す指標等　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

　⑻　資本金等明細表

　⑼　保険料明細表

　⑽　保険金明細表
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　⑾　年金明細表

　⑿　給付金明細表

　⒀　解約返戻金明細表

　⒁　減価償却費明細表
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Ⅵ．業務の状況を示す指標等　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

　⒂　事業費明細表

　⒃　税金明細表

　⒄　リース取引

　⒅　借入金等残存期間別残高

国 税 48 185

地 方 税 314 197

合 計 363 382
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４．資産運用に関する指標等（一般勘定）
　⑴　資産運用の概況
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Ⅵ．業務の状況を示す指標等　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制



Aioi Life Insurance Disclosure 2010118

　⑵　運用利回り

　⑶　主要資産の平均残高
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Ⅵ．業務の状況を示す指標等　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

　⑷　資産運用収益明細表

　⑸　資産運用費用明細表

　⑹　利息及び配当金等収入明細表
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　⑺　有価証券売却益明細表

　⑻　有価証券売却損明細表

　⑼　有価証券評価損明細表

　⑽　商品有価証券明細表

　⑾　商品有価証券売買高

　⑿　有価証券明細表
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Ⅵ．業務の状況を示す指標等　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

　⒀　有価証券の残存期間別残高
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　⒁　保有公社債の期末残高利回り

　⒂　業種別株式保有明細表
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Ⅵ．業務の状況を示す指標等　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

　⒃　貸付金明細表

　⒄　貸付金残存期間別残高

　⒅　国内企業向け貸付金企業規模別内訳

　⒆　貸付金業種別内訳

　⒇　貸付金使途別内訳

　21　貸付金地域別内訳

　22　貸付金担保別内訳
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　23　有形固定資産明細表

　24　無形固定資産明細表

　25　固定資産等処分益明細表
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Ⅵ．業務の状況を示す指標等　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

　26　固定資産等処分損明細表

　27　賃貸用不動産等減価償却費明細表

　28　海外投融資の状況
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　29　海外投融資利回り

　30　公共関係投融資の概況（新規引受額、貸出額）

　31　各種ロ－ン金利

　32　その他の資産明細表
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Ⅵ．業務の状況を示す指標等　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

５．有価証券等の時価情報（一般勘定）
　⑴　有価証券の時価情報
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　⑵　金銭の信託の時価情報

　⑶　デリバティブ取引の時価情報

６．証券化商品等への投資及びサブプライム関連投資の状況
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Ⅶ．保険会社の運営　　　　　

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
体
制

Ⅶ．保険会社の運営
１．リスク管理の体制

２．法令等遵守の体制

３．第三分野保険に係る責任準備金の積立の合理性及び妥当性
　⑴　第三分野保険における責任準備金の積立の適正性の確保

　⑵　第三分野保険のストレステスト、負債十分性テスト
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４．個人データ保護について

５．反社会的勢力への対応について

Ⅷ．特別勘定に関する指標等

Ⅸ．保険会社及びその子会社等の状況



あいおい生命の現状2010
　 ディスクロ ー ジャー 誌 　

2010年７月

〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿1-28-1
）表代大（1010-0245）30（.LET

［2010年８月30日より下記住所へ移転予定］
〒103-0027　東京都中央区日本橋3-1-6



（88-614）（100629）




